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平成１平成１平成１平成１９９９９年第年第年第年第２２２２回回回回    

美唄市議会美唄市議会美唄市議会美唄市議会定例定例定例定例会会議録会会議録会会議録会会議録    

平成１平成１平成１平成１９９９９年年年年６６６６月月月月２２２２２２２２日（日（日（日（金金金金曜日）曜日）曜日）曜日）    

午前１午前１午前１午前１００００時時時時００００００００分分分分    開議開議開議開議    

    

◎◎◎◎議事日程議事日程議事日程議事日程    

    第１第１第１第１    会議録署名議員の指名会議録署名議員の指名会議録署名議員の指名会議録署名議員の指名    

    第第第第２２２２    委員長報告委員長報告委員長報告委員長報告    

1.1.1.1. 議案第議案第議案第議案第37373737号号号号    美唄市住民基本台帳ネ美唄市住民基本台帳ネ美唄市住民基本台帳ネ美唄市住民基本台帳ネ

ットワークシステムに係る個人情報ットワークシステムに係る個人情報ットワークシステムに係る個人情報ットワークシステムに係る個人情報

の保護に関する条例制定の件の保護に関する条例制定の件の保護に関する条例制定の件の保護に関する条例制定の件（総（総（総（総

務・文教）務・文教）務・文教）務・文教）    

2.2.2.2. 議案第議案第議案第議案第33338888号号号号    美唄市行政手続等にお美唄市行政手続等にお美唄市行政手続等にお美唄市行政手続等にお

ける情報通信の技術の利用に関するける情報通信の技術の利用に関するける情報通信の技術の利用に関するける情報通信の技術の利用に関する

条例制定の件条例制定の件条例制定の件条例制定の件（総務・文教）（総務・文教）（総務・文教）（総務・文教）    

3.3.3.3. 議案第議案第議案第議案第33339999号号号号    美唄市消防団員等公務美唄市消防団員等公務美唄市消防団員等公務美唄市消防団員等公務

災害補償条例の一部改正の件災害補償条例の一部改正の件災害補償条例の一部改正の件災害補償条例の一部改正の件（総（総（総（総

務・文教）務・文教）務・文教）務・文教）    

4.4.4.4. 議案第議案第議案第議案第40404040号号号号    美唄市医療費助成条例美唄市医療費助成条例美唄市医療費助成条例美唄市医療費助成条例

の一部改正の件の一部改正の件の一部改正の件の一部改正の件（産業・厚生）（産業・厚生）（産業・厚生）（産業・厚生）    

5.5.5.5. 議案第議案第議案第議案第41414141号号号号    美唄市廃棄物の処理及美唄市廃棄物の処理及美唄市廃棄物の処理及美唄市廃棄物の処理及

び清掃に関する条例の一部改正の件び清掃に関する条例の一部改正の件び清掃に関する条例の一部改正の件び清掃に関する条例の一部改正の件

（産業・厚生）（産業・厚生）（産業・厚生）（産業・厚生）    

6.6.6.6. 議案第議案第議案第議案第42424242号号号号    美唄市予防接種健康被美唄市予防接種健康被美唄市予防接種健康被美唄市予防接種健康被

害調査委員会条例及び美唄市保健セ害調査委員会条例及び美唄市保健セ害調査委員会条例及び美唄市保健セ害調査委員会条例及び美唄市保健セ

ンター設置条例の一部改正の件ンター設置条例の一部改正の件ンター設置条例の一部改正の件ンター設置条例の一部改正の件（産（産（産（産

業・厚生）業・厚生）業・厚生）業・厚生）    

7.7.7.7. 議案第議案第議案第議案第43434343号号号号    美唄市町の名称及び区美唄市町の名称及び区美唄市町の名称及び区美唄市町の名称及び区

域変更の件域変更の件域変更の件域変更の件（産業・厚生）（産業・厚生）（産業・厚生）（産業・厚生）    

8.8.8.8. 議案第議案第議案第議案第44444444号号号号    平成１９年度美唄市一平成１９年度美唄市一平成１９年度美唄市一平成１９年度美唄市一

般会計補正予算（第１号）般会計補正予算（第１号）般会計補正予算（第１号）般会計補正予算（第１号）（予算審査（予算審査（予算審査（予算審査

特別）特別）特別）特別）    

9.9.9.9. 議案第議案第議案第議案第45454545号号号号    平成１９年度美唄市国平成１９年度美唄市国平成１９年度美唄市国平成１９年度美唄市国

民健康保険会計補正予算（第１号）民健康保険会計補正予算（第１号）民健康保険会計補正予算（第１号）民健康保険会計補正予算（第１号）

（予算審査特別）（予算審査特別）（予算審査特別）（予算審査特別）    

    第第第第３３３３    議案第議案第議案第議案第46464646号号号号    美唄市美唄市美唄市美唄市教育委員会委員教育委員会委員教育委員会委員教育委員会委員

任命任命任命任命の件の件の件の件    

    第第第第４４４４    議案第議案第議案第議案第47474747号号号号    美唄市美唄市美唄市美唄市固定資産評価員固定資産評価員固定資産評価員固定資産評価員

選任選任選任選任の件の件の件の件    

    第第第第５５５５    意見書案第７意見書案第７意見書案第７意見書案第７号号号号    道路整備に関する意道路整備に関する意道路整備に関する意道路整備に関する意

見書見書見書見書    

    第第第第６６６６    意見書案第８意見書案第８意見書案第８意見書案第８号号号号    ２００８２００８２００８２００８年度国家予年度国家予年度国家予年度国家予

算編成における義務教育無償、義務算編成における義務教育無償、義務算編成における義務教育無償、義務算編成における義務教育無償、義務

教育費国庫負担制度の堅持と負担率教育費国庫負担制度の堅持と負担率教育費国庫負担制度の堅持と負担率教育費国庫負担制度の堅持と負担率    

１１１１////２２２２復元等、教育予算の拡充を求め復元等、教育予算の拡充を求め復元等、教育予算の拡充を求め復元等、教育予算の拡充を求め

る意見書る意見書る意見書る意見書    

    

◎◎◎◎出席議員（出席議員（出席議員（出席議員（１１１１６６６６名）名）名）名）    

        議議議議    長長長長        林林林林            国国国国    夫夫夫夫    君君君君    

        副議長副議長副議長副議長        内馬場内馬場内馬場内馬場    克克克克    康康康康    君君君君    

            １番１番１番１番        吉吉吉吉    岡岡岡岡    文文文文    子子子子    君君君君    

            ２番２番２番２番        森森森森    川川川川            明明明明    君君君君    

            ３３３３番番番番        五五五五    十十十十    嵐嵐嵐嵐    聡聡聡聡    君君君君    

            ４番４番４番４番        高高高高    橋橋橋橋    幹幹幹幹    夫夫夫夫    君君君君    

            ５番５番５番５番        奥奥奥奥    山山山山    裕裕裕裕    章章章章    君君君君    

            ６６６６番番番番        阿阿阿阿    部部部部    義義義義    一一一一    君君君君    

            ７７７７番番番番        長長長長谷川谷川谷川谷川    吉吉吉吉    春春春春    君君君君    

            ８８８８番番番番        米米米米    田田田田    良良良良    克克克克    君君君君    

            ９９９９番番番番        白白白白    木木木木    優優優優    志志志志    君君君君    

        １０１０１０１０番番番番        小小小小    関関関関    勝勝勝勝    教教教教    君君君君    

        １１１１１１１１番番番番        土土土土    井井井井    敏敏敏敏    興興興興    君君君君    

        １２１２１２１２番番番番        本本本本    郷郷郷郷    幸幸幸幸    治治治治    君君君君    

        １３番１３番１３番１３番        紫紫紫紫    藤藤藤藤    政政政政    則則則則    君君君君    

        １５番１５番１５番１５番        谷谷谷谷    村村村村    孝孝孝孝    一一一一    君君君君    

    

◎◎◎◎出席説明員出席説明員出席説明員出席説明員    

    市市市市                    長長長長        桜桜桜桜    井井井井    道道道道    夫夫夫夫    君君君君    

    副副副副        市市市市        長長長長        佐佐佐佐    藤藤藤藤    昭昭昭昭    雄雄雄雄    君君君君    
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    総総総総    務務務務    部部部部    長長長長        板板板板    東東東東    知知知知    文文文文    君君君君    

    市市市市    民民民民    部部部部    長長長長        岩岩岩岩    本本本本    良良良良    一一一一    君君君君    

    保健福祉部長兼福祉事務所保健福祉部長兼福祉事務所保健福祉部長兼福祉事務所保健福祉部長兼福祉事務所長長長長        中中中中    川川川川    直直直直    紀紀紀紀    君君君君    

    商工交流部商工交流部商工交流部商工交流部長長長長        酒酒酒酒    巻巻巻巻            進進進進    君君君君    

    農農農農    政政政政    部部部部    長長長長        林林林林            信信信信    孝孝孝孝    君君君君    

    都市整備部都市整備部都市整備部都市整備部長長長長        加加加加    藤藤藤藤            誠誠誠誠    君君君君    

    市立美唄病院事務局市立美唄病院事務局市立美唄病院事務局市立美唄病院事務局長長長長        三三三三    谷谷谷谷    純純純純    一一一一    君君君君    

    消消消消        防防防防        長長長長        佐佐佐佐    藤藤藤藤    賢賢賢賢    治治治治    君君君君    

    総務部総務課長総務部総務課長総務部総務課長総務部総務課長        市市市市    川川川川    厚厚厚厚    記記記記    君君君君    

    総務部総務課総務係総務部総務課総務係総務部総務課総務係総務部総務課総務係長長長長        村村村村    上上上上    孝孝孝孝    徳徳徳徳    君君君君    

    

    教育委員会委員教育委員会委員教育委員会委員教育委員会委員長長長長        阿阿阿阿    部部部部            稔稔稔稔    君君君君    

    教育委員会教育教育委員会教育教育委員会教育教育委員会教育長長長長        村村村村    上上上上    忠忠忠忠    雄雄雄雄    君君君君    

    教育委員会教育部長教育委員会教育部長教育委員会教育部長教育委員会教育部長        安安安安    田田田田    昌昌昌昌    彰彰彰彰    君君君君    

    

    選挙管理委員会委員選挙管理委員会委員選挙管理委員会委員選挙管理委員会委員長長長長        熊熊熊熊    野野野野    宗宗宗宗    男男男男    君君君君    

    選挙管理委員会事務局選挙管理委員会事務局選挙管理委員会事務局選挙管理委員会事務局長長長長        大大大大    道道道道    良良良良    裕裕裕裕    君君君君    

    

    農業委員会会長農業委員会会長農業委員会会長農業委員会会長        佐佐佐佐    藤藤藤藤    博博博博    道道道道    君君君君    

    農業委員会事務局農業委員会事務局農業委員会事務局農業委員会事務局長長長長        山山山山    崎崎崎崎    一一一一    広広広広    君君君君    

    

    監監監監    査査査査    委委委委    員員員員        川川川川    村村村村    英英英英    昭昭昭昭    君君君君    

    監査事務局監査事務局監査事務局監査事務局長長長長        嵯嵯嵯嵯    峨峨峨峨    和和和和    樹樹樹樹    君君君君    

    

◎◎◎◎事務局事務局事務局事務局職員職員職員職員出席者出席者出席者出席者    

    事事事事    務務務務    局局局局    長長長長        藤藤藤藤    井井井井    英英英英    昭昭昭昭    君君君君    

    次次次次                    長長長長        和和和和    田田田田    友友友友    子子子子    君君君君    

    総総総総    務務務務    係係係係    長長長長        濱濱濱濱    砂砂砂砂    邦邦邦邦    昭昭昭昭    君君君君    

    

午前１午前１午前１午前１００００時時時時００００００００分分分分    開議開議開議開議    

●議長林●議長林●議長林●議長林    国夫君国夫君国夫君国夫君    これより本日の会議を開これより本日の会議を開これより本日の会議を開これより本日の会議を開

きますきますきますきます。。。。    

    

●議長林●議長林●議長林●議長林    国夫君国夫君国夫君国夫君    日程の第１、会議録署名日程の第１、会議録署名日程の第１、会議録署名日程の第１、会議録署名

議員を指名いたします。議員を指名いたします。議員を指名いたします。議員を指名いたします。    

11111111 番番番番    土井敏興議員土井敏興議員土井敏興議員土井敏興議員    

12121212 番番番番    本郷幸治議員本郷幸治議員本郷幸治議員本郷幸治議員    

を指名いたします。を指名いたします。を指名いたします。を指名いたします。    

    

●議●議●議●議長林長林長林長林    国夫君国夫君国夫君国夫君    日程の第２日程の第２日程の第２日程の第２、、、、委員長報告委員長報告委員長報告委員長報告

に入ります。に入ります。に入ります。に入ります。    

    順序１、議案第順序１、議案第順序１、議案第順序１、議案第 37373737 号号号号美唄市住民基本台帳ネ美唄市住民基本台帳ネ美唄市住民基本台帳ネ美唄市住民基本台帳ネ

ットワークシステムに係る個人情報の保護にットワークシステムに係る個人情報の保護にットワークシステムに係る個人情報の保護にットワークシステムに係る個人情報の保護に

関する条例制定の件関する条例制定の件関する条例制定の件関する条例制定の件ないし順序９、議案第ないし順序９、議案第ないし順序９、議案第ないし順序９、議案第 45454545

号平成号平成号平成号平成 19191919 年度美唄市国民健康保険会計補正年度美唄市国民健康保険会計補正年度美唄市国民健康保険会計補正年度美唄市国民健康保険会計補正

予算（第１号）の以上９件を一括議題といた予算（第１号）の以上９件を一括議題といた予算（第１号）の以上９件を一括議題といた予算（第１号）の以上９件を一括議題といた

します。します。します。します。    

    本件について、それぞれ委員長報告を本件について、それぞれ委員長報告を本件について、それぞれ委員長報告を本件について、それぞれ委員長報告を求め求め求め求め

ます。ます。ます。ます。    

    まず、議案第まず、議案第まず、議案第まず、議案第 37373737 号ないし議案第号ないし議案第号ないし議案第号ないし議案第 39393939 号の以号の以号の以号の以

上３件について、土井総務・文教委員長。上３件について、土井総務・文教委員長。上３件について、土井総務・文教委員長。上３件について、土井総務・文教委員長。    

●総務・文教委員●総務・文教委員●総務・文教委員●総務・文教委員会委員会委員会委員会委員長土井敏興議員（登長土井敏興議員（登長土井敏興議員（登長土井敏興議員（登

壇）壇）壇）壇）    ただいま議ただいま議ただいま議ただいま議題題題題となりました、議案第となりました、議案第となりました、議案第となりました、議案第 37373737

号号号号美唄市住民基本台帳ネットワークシス美唄市住民基本台帳ネットワークシス美唄市住民基本台帳ネットワークシス美唄市住民基本台帳ネットワークシステムテムテムテム

に係る個人情報の保護に関する条例制定の件に係る個人情報の保護に関する条例制定の件に係る個人情報の保護に関する条例制定の件に係る個人情報の保護に関する条例制定の件、、、、

議案第議案第議案第議案第 38383838 号号号号美唄市行政手続等における情報美唄市行政手続等における情報美唄市行政手続等における情報美唄市行政手続等における情報

通信の技術の利用に関する条例制定の件通信の技術の利用に関する条例制定の件通信の技術の利用に関する条例制定の件通信の技術の利用に関する条例制定の件及び及び及び及び

議案第議案第議案第議案第 39393939 号号号号美唄市消防団員等公務災害補償美唄市消防団員等公務災害補償美唄市消防団員等公務災害補償美唄市消防団員等公務災害補償

条例の一部改正の件条例の一部改正の件条例の一部改正の件条例の一部改正の件の以上３件について、総の以上３件について、総の以上３件について、総の以上３件について、総

務・文教委員会の審査の経過並びに結果を一務・文教委員会の審査の経過並びに結果を一務・文教委員会の審査の経過並びに結果を一務・文教委員会の審査の経過並びに結果を一

括ご報告申し上げます。括ご報告申し上げます。括ご報告申し上げます。括ご報告申し上げます。    

    経過といたしまして、６月経過といたしまして、６月経過といたしまして、６月経過といたしまして、６月 20202020 日に委員会を日に委員会を日に委員会を日に委員会を

招集して審査をいたしました。招集して審査をいたしました。招集して審査をいたしました。招集して審査をいたしました。    

    各議案審査における質疑答弁の主なものに各議案審査における質疑答弁の主なものに各議案審査における質疑答弁の主なものに各議案審査における質疑答弁の主なものに

ついて申し上げます。ついて申し上げます。ついて申し上げます。ついて申し上げます。    

    初めに議案第初めに議案第初めに議案第初めに議案第 37373737 号について申し上げます。号について申し上げます。号について申し上げます。号について申し上げます。    

    この条例は市民請願が条例をつくるきっかこの条例は市民請願が条例をつくるきっかこの条例は市民請願が条例をつくるきっかこの条例は市民請願が条例をつくるきっか

けとなったと考えていいのけとなったと考えていいのけとなったと考えていいのけとなったと考えていいのか、それがなかっか、それがなかっか、それがなかっか、それがなかっ



- 3 - 

たとしてもたとしてもたとしてもたとしても、、、、その後の国の中の動きで、いずその後の国の中の動きで、いずその後の国の中の動きで、いずその後の国の中の動きで、いず

れは条例をつくることになったであろうといれは条例をつくることになったであろうといれは条例をつくることになったであろうといれは条例をつくることになったであろうとい

う見解にたたれるのかとの質疑に対し、市議う見解にたたれるのかとの質疑に対し、市議う見解にたたれるのかとの質疑に対し、市議う見解にたたれるのかとの質疑に対し、市議

会に会に会に会においおいおいおいて請願が採択され、市長に送付されて請願が採択され、市長に送付されて請願が採択され、市長に送付されて請願が採択され、市長に送付され

たということが動機になる。また、住民基本たということが動機になる。また、住民基本たということが動機になる。また、住民基本たということが動機になる。また、住民基本

台帳法の改正において閲覧制度、住民票の交台帳法の改正において閲覧制度、住民票の交台帳法の改正において閲覧制度、住民票の交台帳法の改正において閲覧制度、住民票の交

付制度に関して誰でも閲覧、付制度に関して誰でも閲覧、付制度に関して誰でも閲覧、付制度に関して誰でも閲覧、交付できるとい交付できるとい交付できるとい交付できるとい

うううう規定が制限され、個人情報保護の観点が一規定が制限され、個人情報保護の観点が一規定が制限され、個人情報保護の観点が一規定が制限され、個人情報保護の観点が一

層重視されたことも踏まえ、今回の提案とな層重視されたことも踏まえ、今回の提案とな層重視されたことも踏まえ、今回の提案とな層重視されたことも踏まえ、今回の提案とな

ったとの答弁。ったとの答弁。ったとの答弁。ったとの答弁。    

    住基住基住基住基コード番号を使って、市役所業務の上コード番号を使って、市役所業務の上コード番号を使って、市役所業務の上コード番号を使って、市役所業務の上

で利活用されているのかで利活用されているのかで利活用されているのかで利活用されているのか。。。。住基コードが実際住基コードが実際住基コードが実際住基コードが実際

に市役所の業務中でに市役所の業務中でに市役所の業務中でに市役所の業務中で生きている生きている生きている生きている場面というの場面というの場面というの場面というの

はどんな業務があるのかとの質疑に対し、住はどんな業務があるのかとの質疑に対し、住はどんな業務があるのかとの質疑に対し、住はどんな業務があるのかとの質疑に対し、住

民票コードを直接市の業務において使用する民票コードを直接市の業務において使用する民票コードを直接市の業務において使用する民票コードを直接市の業務において使用する

ということはなく、またその中に住民票コーということはなく、またその中に住民票コーということはなく、またその中に住民票コーということはなく、またその中に住民票コー

ドを必要とする事務はドを必要とする事務はドを必要とする事務はドを必要とする事務は今のところ今のところ今のところ今のところないと承知ないと承知ないと承知ないと承知

しているとの答弁。しているとの答弁。しているとの答弁。しているとの答弁。    

    住基コードを使うためには、法律で利用範住基コードを使うためには、法律で利用範住基コードを使うためには、法律で利用範住基コードを使うためには、法律で利用範

囲が規定されていて勝手に使えない。住民基囲が規定されていて勝手に使えない。住民基囲が規定されていて勝手に使えない。住民基囲が規定されていて勝手に使えない。住民基

本台帳法の規定を細かく見ると、自由に使え本台帳法の規定を細かく見ると、自由に使え本台帳法の規定を細かく見ると、自由に使え本台帳法の規定を細かく見ると、自由に使え

るという解釈で、それを活用しているまちもるという解釈で、それを活用しているまちもるという解釈で、それを活用しているまちもるという解釈で、それを活用しているまちも

ある。総務省の考え方として自治体ではそうある。総務省の考え方として自治体ではそうある。総務省の考え方として自治体ではそうある。総務省の考え方として自治体ではそう

処理してよろしいという指導があるのかとの処理してよろしいという指導があるのかとの処理してよろしいという指導があるのかとの処理してよろしいという指導があるのかとの

質疑に対し、住民票コードをもとにしたデー質疑に対し、住民票コードをもとにしたデー質疑に対し、住民票コードをもとにしたデー質疑に対し、住民票コードをもとにしたデー

タマッチングタマッチングタマッチングタマッチング、、、、名寄せ等については現在も行名寄せ等については現在も行名寄せ等については現在も行名寄せ等については現在も行

っていないしっていないしっていないしっていないし、将来的にも行う予定はない。、将来的にも行う予定はない。、将来的にも行う予定はない。、将来的にも行う予定はない。

総務省からも現在のところそういう指導は出総務省からも現在のところそういう指導は出総務省からも現在のところそういう指導は出総務省からも現在のところそういう指導は出

ていないとの答弁。ていないとの答弁。ていないとの答弁。ていないとの答弁。    

    条例第２条の条例第２条の条例第２条の条例第２条の「「「「技術的基準技術的基準技術的基準技術的基準」」」」とはどういうとはどういうとはどういうとはどういう

ことをことをことをことを言っているのかとの言っているのかとの言っているのかとの言っているのかとの質疑に対し、技術質疑に対し、技術質疑に対し、技術質疑に対し、技術

的基準の内容としては住基ネットのシステム的基準の内容としては住基ネットのシステム的基準の内容としては住基ネットのシステム的基準の内容としては住基ネットのシステム

構成構成構成構成としてとしてとしてとして、、、、コミュニケーションサーバコミュニケーションサーバコミュニケーションサーバコミュニケーションサーバーーーーやややや

都道府県サーバ都道府県サーバ都道府県サーバ都道府県サーバーーーー、指定情報処理機関のサー、指定情報処理機関のサー、指定情報処理機関のサー、指定情報処理機関のサー

ババババーーーー等で構成して、ファイ等で構成して、ファイ等で構成して、ファイ等で構成して、ファイアアアアーーーーウォールやデウォールやデウォールやデウォールやデ

ータ管理の内容について規定をしている。こータ管理の内容について規定をしている。こータ管理の内容について規定をしている。こータ管理の内容について規定をしている。こ

のシステムを運用する体制についても、市町のシステムを運用する体制についても、市町のシステムを運用する体制についても、市町のシステムを運用する体制についても、市町

村村村村・・・・都道府県都道府県都道府県都道府県・指定・指定・指定・指定情報処理機関の責任体制情報処理機関の責任体制情報処理機関の責任体制情報処理機関の責任体制

について規定しいている。システムを運用すについて規定しいている。システムを運用すについて規定しいている。システムを運用すについて規定しいている。システムを運用す

るにるにるにるにああああたって、各サーバたって、各サーバたって、各サーバたって、各サーバーーーーなどのなどのなどのなどの機器機器機器機器の管理の管理の管理の管理

の方法、回線の管理の方法、サーバの方法、回線の管理の方法、サーバの方法、回線の管理の方法、サーバの方法、回線の管理の方法、サーバーーーーを管理を管理を管理を管理

している部屋への入退室管理の規定、端末をしている部屋への入退室管理の規定、端末をしている部屋への入退室管理の規定、端末をしている部屋への入退室管理の規定、端末を

操作する際の規定の方法、障害が発生したと操作する際の規定の方法、障害が発生したと操作する際の規定の方法、障害が発生したと操作する際の規定の方法、障害が発生したと

きの対応の基本的な考え方、運用面にきの対応の基本的な考え方、運用面にきの対応の基本的な考え方、運用面にきの対応の基本的な考え方、運用面にああああたったったったっ

ては都道府県知事、市町村ては都道府県知事、市町村ては都道府県知事、市町村ては都道府県知事、市町村長が行わなければ長が行わなければ長が行わなければ長が行わなければ

ならない内容等が規定されていて、全体としならない内容等が規定されていて、全体としならない内容等が規定されていて、全体としならない内容等が規定されていて、全体とし

て技術的な住基ネットにかかわる大きな事項て技術的な住基ネットにかかわる大きな事項て技術的な住基ネットにかかわる大きな事項て技術的な住基ネットにかかわる大きな事項

をここに網羅しているとの答弁。をここに網羅しているとの答弁。をここに網羅しているとの答弁。をここに網羅しているとの答弁。    

    第２条の第２条の第２条の第２条の「「「「送受信される本人確認情報等送受信される本人確認情報等送受信される本人確認情報等送受信される本人確認情報等」」」」

は６項目と理解していいのかと質疑に対し、は６項目と理解していいのかと質疑に対し、は６項目と理解していいのかと質疑に対し、は６項目と理解していいのかと質疑に対し、

住基ネットで取り扱われる個人情報等につい住基ネットで取り扱われる個人情報等につい住基ネットで取り扱われる個人情報等につい住基ネットで取り扱われる個人情報等につい

てはてはてはては、、、、住民基本台帳法上で定められている内住民基本台帳法上で定められている内住民基本台帳法上で定められている内住民基本台帳法上で定められている内

容となっており、基本４情容となっており、基本４情容となっており、基本４情容となっており、基本４情報であ報であ報であ報であるるるる氏名氏名氏名氏名、、、、生生生生

年月日年月日年月日年月日、、、、性別性別性別性別、、、、住所に加え住所に加え住所に加え住所に加え、、、、住民票コードと住民票コードと住民票コードと住民票コードと

これらの変更に伴うこれらの変更に伴うこれらの変更に伴うこれらの変更に伴う「「「「付随情報付随情報付随情報付随情報」」」」の６項目での６項目での６項目での６項目で

構成されているとの答弁。構成されているとの答弁。構成されているとの答弁。構成されているとの答弁。    

    第３条の２項、委託先の問題で委託先との第３条の２項、委託先の問題で委託先との第３条の２項、委託先の問題で委託先との第３条の２項、委託先の問題で委託先との

契約時における約束ごとは守られるのか、業契約時における約束ごとは守られるのか、業契約時における約束ごとは守られるのか、業契約時における約束ごとは守られるのか、業

務の指導、管理はど務の指導、管理はど務の指導、管理はど務の指導、管理はどうなっているのかとの質うなっているのかとの質うなっているのかとの質うなっているのかとの質

疑に対し、住基ネットにかかわる委託業務に疑に対し、住基ネットにかかわる委託業務に疑に対し、住基ネットにかかわる委託業務に疑に対し、住基ネットにかかわる委託業務に

関する要綱制定に関する要綱制定に関する要綱制定に関する要綱制定にああああたり、再委託の禁止、制たり、再委託の禁止、制たり、再委託の禁止、制たり、再委託の禁止、制

限限限限、、、、情報が記録された資料の保管、返還情報が記録された資料の保管、返還情報が記録された資料の保管、返還情報が記録された資料の保管、返還、、、、資資資資

料の目的外使用、複写、複製等の禁止料の目的外使用、複写、複製等の禁止料の目的外使用、複写、複製等の禁止料の目的外使用、複写、複製等の禁止、、、、情報情報情報情報

の秘密保持に関する事項の秘密保持に関する事項の秘密保持に関する事項の秘密保持に関する事項、、、、事故等の報告に関事故等の報告に関事故等の報告に関事故等の報告に関

する事項についてはする事項についてはする事項についてはする事項については、、、、契約書に必ず記載する契約書に必ず記載する契約書に必ず記載する契約書に必ず記載する

ことと規定している。今回の愛南ことと規定している。今回の愛南ことと規定している。今回の愛南ことと規定している。今回の愛南町のケース町のケース町のケース町のケース

を受けて、総務省からさらに指導があり、業を受けて、総務省からさらに指導があり、業を受けて、総務省からさらに指導があり、業を受けて、総務省からさらに指導があり、業

務委託に関しては厳格に取り扱うようにとい務委託に関しては厳格に取り扱うようにとい務委託に関しては厳格に取り扱うようにとい務委託に関しては厳格に取り扱うようにとい
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う指導があり、そのようなことがおきないよう指導があり、そのようなことがおきないよう指導があり、そのようなことがおきないよう指導があり、そのようなことがおきないよ

ううううにににに一層厳格に、委託については運用してい一層厳格に、委託については運用してい一層厳格に、委託については運用してい一層厳格に、委託については運用してい

きたいとの答弁。きたいとの答弁。きたいとの答弁。きたいとの答弁。    

    第６条のセキュリティ対策としての緊急時第６条のセキュリティ対策としての緊急時第６条のセキュリティ対策としての緊急時第６条のセキュリティ対策としての緊急時

のののの対応として対応として対応として対応として、行動計画についてはすでにつ、行動計画についてはすでにつ、行動計画についてはすでにつ、行動計画についてはすでにつ

くられていると受け止めていいのか。第７条くられていると受け止めていいのか。第７条くられていると受け止めていいのか。第７条くられていると受け止めていいのか。第７条

で適宜点検とあるが、年間の回数にすれば何で適宜点検とあるが、年間の回数にすれば何で適宜点検とあるが、年間の回数にすれば何で適宜点検とあるが、年間の回数にすれば何

回になるのかとの質疑に対し、回になるのかとの質疑に対し、回になるのかとの質疑に対し、回になるのかとの質疑に対し、緊急時行動計緊急時行動計緊急時行動計緊急時行動計

画については作成済みである。第７条の点検画については作成済みである。第７条の点検画については作成済みである。第７条の点検画については作成済みである。第７条の点検

に関しては、毎年度１回、内部監査としてチに関しては、毎年度１回、内部監査としてチに関しては、毎年度１回、内部監査としてチに関しては、毎年度１回、内部監査としてチ

ェックシートに基づいた点検を行っている。ェックシートに基づいた点検を行っている。ェックシートに基づいた点検を行っている。ェックシートに基づいた点検を行っている。

個人個人個人個人情報流出事件、事案が生じた場合には、情報流出事件、事案が生じた場合には、情報流出事件、事案が生じた場合には、情報流出事件、事案が生じた場合には、

個別の事案に即した本市の対応状況について個別の事案に即した本市の対応状況について個別の事案に即した本市の対応状況について個別の事案に即した本市の対応状況について

確認を行っている状況であるとの答弁。確認を行っている状況であるとの答弁。確認を行っている状況であるとの答弁。確認を行っている状況であるとの答弁。    

    第８条の不正利用に関して、システムの運第８条の不正利用に関して、システムの運第８条の不正利用に関して、システムの運第８条の不正利用に関して、システムの運

用を停止するとあるが、そうならないための用を停止するとあるが、そうならないための用を停止するとあるが、そうならないための用を停止するとあるが、そうならないための

万全の対策は状況判断を的確にして、万全の対策は状況判断を的確にして、万全の対策は状況判断を的確にして、万全の対策は状況判断を的確にして、素早い素早い素早い素早い

決断をするということだと思う。この辺の責決断をするということだと思う。この辺の責決断をするということだと思う。この辺の責決断をするということだと思う。この辺の責

任は誰が取るのか。任は誰が取るのか。任は誰が取るのか。任は誰が取るのか。操作に操作に操作に操作にああああたる段階と運用たる段階と運用たる段階と運用たる段階と運用

停止の責任を持つ、その関連はどうなってい停止の責任を持つ、その関連はどうなってい停止の責任を持つ、その関連はどうなってい停止の責任を持つ、その関連はどうなってい

るのかとの質疑に対し、道や指定情報処理機るのかとの質疑に対し、道や指定情報処理機るのかとの質疑に対し、道や指定情報処理機るのかとの質疑に対し、道や指定情報処理機

関との連携を取り、相談した上でどのような関との連携を取り、相談した上でどのような関との連携を取り、相談した上でどのような関との連携を取り、相談した上でどのような

対応を取るのか決定することにしている。最対応を取るのか決定することにしている。最対応を取るのか決定することにしている。最対応を取るのか決定することにしている。最

終責任者は市長になるが、住基ネットに関終責任者は市長になるが、住基ネットに関終責任者は市長になるが、住基ネットに関終責任者は市長になるが、住基ネットに関しししし

てはセキュリティてはセキュリティてはセキュリティてはセキュリティ統括統括統括統括責任者責任者責任者責任者を設定しており、を設定しており、を設定しており、を設定しており、

副市長がこれに副市長がこれに副市長がこれに副市長がこれにああああたるとの答弁。たるとの答弁。たるとの答弁。たるとの答弁。    

    非常事態と判断したときに、できるだけ素非常事態と判断したときに、できるだけ素非常事態と判断したときに、できるだけ素非常事態と判断したときに、できるだけ素

早く停止にもっていかなければならない。よ早く停止にもっていかなければならない。よ早く停止にもっていかなければならない。よ早く停止にもっていかなければならない。よ

って庁内の判断でやれるということもあるのって庁内の判断でやれるということもあるのって庁内の判断でやれるということもあるのって庁内の判断でやれるということもあるの

ではないか。そういう場面の想定をしているではないか。そういう場面の想定をしているではないか。そういう場面の想定をしているではないか。そういう場面の想定をしている

のかとの質疑に対し、基本的には道や指定情のかとの質疑に対し、基本的には道や指定情のかとの質疑に対し、基本的には道や指定情のかとの質疑に対し、基本的には道や指定情

報処理機関と相談の上、対応を決定すること報処理機関と相談の上、対応を決定すること報処理機関と相談の上、対応を決定すること報処理機関と相談の上、対応を決定すること

にしているが、緊急かつ重大な脅威が及ぶ事にしているが、緊急かつ重大な脅威が及ぶ事にしているが、緊急かつ重大な脅威が及ぶ事にしているが、緊急かつ重大な脅威が及ぶ事

態に至った場合は、市独自の判断で運用停止態に至った場合は、市独自の判断で運用停止態に至った場合は、市独自の判断で運用停止態に至った場合は、市独自の判断で運用停止

を図るということも想定されるのではないかを図るということも想定されるのではないかを図るということも想定されるのではないかを図るということも想定されるのではないか

と考えているとの答弁。と考えているとの答弁。と考えているとの答弁。と考えているとの答弁。    

    登録された内容は、本人がわかるようにな登録された内容は、本人がわかるようにな登録された内容は、本人がわかるようにな登録された内容は、本人がわかるようにな

っているのかっているのかっているのかっているのかとの質疑に対し、本人確認情報との質疑に対し、本人確認情報との質疑に対し、本人確認情報との質疑に対し、本人確認情報

がどのように使われたかは都道府県のサーバがどのように使われたかは都道府県のサーバがどのように使われたかは都道府県のサーバがどのように使われたかは都道府県のサーバ

ーーーーに記録が残され、利用情報を開示、請求でに記録が残され、利用情報を開示、請求でに記録が残され、利用情報を開示、請求でに記録が残され、利用情報を開示、請求で

きることになっているとの答弁。きることになっているとの答弁。きることになっているとの答弁。きることになっているとの答弁。    

    第３条委託についての契約書の中に罰則条第３条委託についての契約書の中に罰則条第３条委託についての契約書の中に罰則条第３条委託についての契約書の中に罰則条

項があるのか。第８条、緊急事態が発生した項があるのか。第８条、緊急事態が発生した項があるのか。第８条、緊急事態が発生した項があるのか。第８条、緊急事態が発生した

場合の場合の場合の場合のマニュアルマニュアルマニュアルマニュアルはできているのかとの質疑はできているのかとの質疑はできているのかとの質疑はできているのかとの質疑

に対し、委託業務にかかわる罰則については、に対し、委託業務にかかわる罰則については、に対し、委託業務にかかわる罰則については、に対し、委託業務にかかわる罰則については、

委託業者については情報を漏洩した委託業者については情報を漏洩した委託業者については情報を漏洩した委託業者については情報を漏洩したケースにケースにケースにケースに

ついては住民基本ついては住民基本ついては住民基本ついては住民基本台帳台帳台帳台帳上の罰則が適用される。上の罰則が適用される。上の罰則が適用される。上の罰則が適用される。

個別の委託契約においては、再委託の禁止等、個別の委託契約においては、再委託の禁止等、個別の委託契約においては、再委託の禁止等、個別の委託契約においては、再委託の禁止等、

業者に契約内容の中で規制、制限している内業者に契約内容の中で規制、制限している内業者に契約内容の中で規制、制限している内業者に契約内容の中で規制、制限している内

容があるので、これに違反した場合には違約容があるので、これに違反した場合には違約容があるので、これに違反した場合には違約容があるので、これに違反した場合には違約

金を取金を取金を取金を取るという規定を設けている。るという規定を設けている。るという規定を設けている。るという規定を設けている。    

    第８条に関して緊急時の対応のマニュアル第８条に関して緊急時の対応のマニュアル第８条に関して緊急時の対応のマニュアル第８条に関して緊急時の対応のマニュアル

については、第６条に規定している緊急時対については、第６条に規定している緊急時対については、第６条に規定している緊急時対については、第６条に規定している緊急時対

応計画書というものをつくり、対応のケース応計画書というものをつくり、対応のケース応計画書というものをつくり、対応のケース応計画書というものをつくり、対応のケース

を分けた上で、それぞれの対応の仕方についを分けた上で、それぞれの対応の仕方についを分けた上で、それぞれの対応の仕方についを分けた上で、それぞれの対応の仕方につい

て規定をしているとの答弁。て規定をしているとの答弁。て規定をしているとの答弁。て規定をしているとの答弁。    

    次に、議案第次に、議案第次に、議案第次に、議案第 38383838 号について申し上げます。号について申し上げます。号について申し上げます。号について申し上げます。    

    ＩＣカードリーダＩＣカードリーダＩＣカードリーダＩＣカードリーダ・・・・ライタに電子証明書がライタに電子証明書がライタに電子証明書がライタに電子証明書が

記録された住民基本台帳カードを挿入します記録された住民基本台帳カードを挿入します記録された住民基本台帳カードを挿入します記録された住民基本台帳カードを挿入します

とあるが、この意味についてとの質疑に対し、とあるが、この意味についてとの質疑に対し、とあるが、この意味についてとの質疑に対し、とあるが、この意味についてとの質疑に対し、

電子申請をする際に必要となる機器として、電子申請をする際に必要となる機器として、電子申請をする際に必要となる機器として、電子申請をする際に必要となる機器として、

住民基本台帳カードを読み取る機械をパソコ住民基本台帳カードを読み取る機械をパソコ住民基本台帳カードを読み取る機械をパソコ住民基本台帳カードを読み取る機械をパソコ

ンに接続することが必要となる。住民基本台ンに接続することが必要となる。住民基本台ンに接続することが必要となる。住民基本台ンに接続することが必要となる。住民基本台

帳カードに帳カードに帳カードに帳カードについては市の窓口で発行しているついては市の窓口で発行しているついては市の窓口で発行しているついては市の窓口で発行している

が、このカードの中に公的個人認証のデータが、このカードの中に公的個人認証のデータが、このカードの中に公的個人認証のデータが、このカードの中に公的個人認証のデータ

をあらかじめ入力しておかなければならない。をあらかじめ入力しておかなければならない。をあらかじめ入力しておかなければならない。をあらかじめ入力しておかなければならない。

その手続を終えた上で、カードの読取機を通その手続を終えた上で、カードの読取機を通その手続を終えた上で、カードの読取機を通その手続を終えた上で、カードの読取機を通

じて北海道電子自治体共同システム、略称Ｈじて北海道電子自治体共同システム、略称Ｈじて北海道電子自治体共同システム、略称Ｈじて北海道電子自治体共同システム、略称Ｈ
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ＡＲＰ（ハープ）の方に特定の個人ＡＲＰ（ハープ）の方に特定の個人ＡＲＰ（ハープ）の方に特定の個人ＡＲＰ（ハープ）の方に特定の個人である情である情である情である情

報を送信するという手続なるとの答弁。報を送信するという手続なるとの答弁。報を送信するという手続なるとの答弁。報を送信するという手続なるとの答弁。    

    戸籍謄本や住民票の発行戸籍謄本や住民票の発行戸籍謄本や住民票の発行戸籍謄本や住民票の発行にはにはにはには窓口で手数料窓口で手数料窓口で手数料窓口で手数料

を払っていたが、電子申請の場合その手数料を払っていたが、電子申請の場合その手数料を払っていたが、電子申請の場合その手数料を払っていたが、電子申請の場合その手数料

はどうなるのか。また手数料がかかるものとはどうなるのか。また手数料がかかるものとはどうなるのか。また手数料がかかるものとはどうなるのか。また手数料がかかるものと

かからないものの比重はどっちが多いのかとかからないものの比重はどっちが多いのかとかからないものの比重はどっちが多いのかとかからないものの比重はどっちが多いのかと

の質疑に対し、電子申請の場合、審査結果通の質疑に対し、電子申請の場合、審査結果通の質疑に対し、電子申請の場合、審査結果通の質疑に対し、電子申請の場合、審査結果通

知がメールで届く。手数料が必要なものにつ知がメールで届く。手数料が必要なものにつ知がメールで届く。手数料が必要なものにつ知がメールで届く。手数料が必要なものにつ

いいいいてはてはてはては、、、、こういう形でお支払くださいというこういう形でお支払くださいというこういう形でお支払くださいというこういう形でお支払くださいという

内容がメールで届き、窓口で手数料を支払っ内容がメールで届き、窓口で手数料を支払っ内容がメールで届き、窓口で手数料を支払っ内容がメールで届き、窓口で手数料を支払っ

て受け取るという形になる。比重についてはて受け取るという形になる。比重についてはて受け取るという形になる。比重についてはて受け取るという形になる。比重については

届出の方が多いので、手数料がかからない方届出の方が多いので、手数料がかからない方届出の方が多いので、手数料がかからない方届出の方が多いので、手数料がかからない方

が多いとが多いとが多いとが多いと思われるとの思われるとの思われるとの思われるとの答弁。答弁。答弁。答弁。    

    セキュリティセキュリティセキュリティセキュリティの問題で外部から進入というの問題で外部から進入というの問題で外部から進入というの問題で外部から進入という

ことは考えられないのかとの質疑に対し、セことは考えられないのかとの質疑に対し、セことは考えられないのかとの質疑に対し、セことは考えられないのかとの質疑に対し、セ

キュリティに関してはファイキュリティに関してはファイキュリティに関してはファイキュリティに関してはファイアアアアーーーーウォール等ウォール等ウォール等ウォール等

の対策が講じられているとの答弁。の対策が講じられているとの答弁。の対策が講じられているとの答弁。の対策が講じられているとの答弁。    

    ハープの運用にかかわる経費、市の負担割ハープの運用にかかわる経費、市の負担割ハープの運用にかかわる経費、市の負担割ハープの運用にかかわる経費、市の負担割

合はどうなっているのか。道内の市町村でど合はどうなっているのか。道内の市町村でど合はどうなっているのか。道内の市町村でど合はどうなっているのか。道内の市町村でど

れだけ加入しているのかとの質疑に対し、平れだけ加入しているのかとの質疑に対し、平れだけ加入しているのかとの質疑に対し、平れだけ加入しているのかとの質疑に対し、平

成成成成 17171717 年度にシステムの開発委託を行ってお年度にシステムの開発委託を行ってお年度にシステムの開発委託を行ってお年度にシステムの開発委託を行ってお

り、委託料とり、委託料とり、委託料とり、委託料としてしてしてして 560560560560 万円程度負担している。万円程度負担している。万円程度負担している。万円程度負担している。

18181818 年度からは運用に入り、委託料として年度からは運用に入り、委託料として年度からは運用に入り、委託料として年度からは運用に入り、委託料として 250250250250

万円程度、今年度についても同額かかってい万円程度、今年度についても同額かかってい万円程度、今年度についても同額かかってい万円程度、今年度についても同額かかってい

るので累計でるので累計でるので累計でるので累計で 1,1001,1001,1001,100 万円程度かかっているこ万円程度かかっているこ万円程度かかっているこ万円程度かかっているこ

とになる。ハープに加入している道内の市町とになる。ハープに加入している道内の市町とになる。ハープに加入している道内の市町とになる。ハープに加入している道内の市町

村数については、村数については、村数については、村数については、180180180180 市町村のうち市町村のうち市町村のうち市町村のうち 155155155155 市町市町市町市町

村が参加している。加入率は村が参加している。加入率は村が参加している。加入率は村が参加している。加入率は 86.186.186.186.1％となって％となって％となって％となって

いるとの答弁。いるとの答弁。いるとの答弁。いるとの答弁。    

    システムを導入することによって、どういシステムを導入することによって、どういシステムを導入することによって、どういシステムを導入することによって、どうい

うところでサービスが向上したり、合理化さうところでサービスが向上したり、合理化さうところでサービスが向上したり、合理化さうところでサービスが向上したり、合理化さ

れるのかとの質疑に対し、システム導入によれるのかとの質疑に対し、システム導入によれるのかとの質疑に対し、システム導入によれるのかとの質疑に対し、システム導入によ

り従来窓口で受けていた手続関係が自宅や会り従来窓口で受けていた手続関係が自宅や会り従来窓口で受けていた手続関係が自宅や会り従来窓口で受けていた手続関係が自宅や会

社などからインターネットを通じて社などからインターネットを通じて社などからインターネットを通じて社などからインターネットを通じて 24242424 時間時間時間時間

申請手続申請手続申請手続申請手続きが可能となり、利便性が上がる。きが可能となり、利便性が上がる。きが可能となり、利便性が上がる。きが可能となり、利便性が上がる。

市の内部事務についてもパソコン上で処理で市の内部事務についてもパソコン上で処理で市の内部事務についてもパソコン上で処理で市の内部事務についてもパソコン上で処理で

きる案件が多くなり、事務の簡素化、効率化きる案件が多くなり、事務の簡素化、効率化きる案件が多くなり、事務の簡素化、効率化きる案件が多くなり、事務の簡素化、効率化

が図られるとの答弁。が図られるとの答弁。が図られるとの答弁。が図られるとの答弁。    

    第５条で書面等の第５条で書面等の第５条で書面等の第５条で書面等の縦覧に縦覧に縦覧に縦覧に代えてと代えてと代えてと代えてとあるが、あるが、あるが、あるが、

これはオンラインによって縦覧ができるといこれはオンラインによって縦覧ができるといこれはオンラインによって縦覧ができるといこれはオンラインによって縦覧ができるとい

うふうになれば、文書による縦覧はなくなるうふうになれば、文書による縦覧はなくなるうふうになれば、文書による縦覧はなくなるうふうになれば、文書による縦覧はなくなる

という考え方になるのかとの質疑に対し、従という考え方になるのかとの質疑に対し、従という考え方になるのかとの質疑に対し、従という考え方になるのかとの質疑に対し、従

来の書面による規定に加えて、オンライン上来の書面による規定に加えて、オンライン上来の書面による規定に加えて、オンライン上来の書面による規定に加えて、オンライン上

による縦覧、窓口にパソコン等を設置して画による縦覧、窓口にパソコン等を設置して画による縦覧、窓口にパソコン等を設置して画による縦覧、窓口にパソコン等を設置して画

面による縦覧を可能にするための規定、イン面による縦覧を可能にするための規定、イン面による縦覧を可能にするための規定、イン面による縦覧を可能にするための規定、イン

ターネットを利用されていない方、オンライターネットを利用されていない方、オンライターネットを利用されていない方、オンライターネットを利用されていない方、オンライ

ン環境にない場合は、こういう縦覧の利用はン環境にない場合は、こういう縦覧の利用はン環境にない場合は、こういう縦覧の利用はン環境にない場合は、こういう縦覧の利用は

できないので、基本できないので、基本できないので、基本できないので、基本的には窓口にパソコン等的には窓口にパソコン等的には窓口にパソコン等的には窓口にパソコン等

の画面を用意して従来の書面に代えてパソコの画面を用意して従来の書面に代えてパソコの画面を用意して従来の書面に代えてパソコの画面を用意して従来の書面に代えてパソコ

ンの画面上で見ていただくということが想定ンの画面上で見ていただくということが想定ンの画面上で見ていただくということが想定ンの画面上で見ていただくということが想定

される。すべてをオンラインで済ませてしまされる。すべてをオンラインで済ませてしまされる。すべてをオンラインで済ませてしまされる。すべてをオンラインで済ませてしま

うという方法は考えてうという方法は考えてうという方法は考えてうという方法は考えていないとの答弁。いないとの答弁。いないとの答弁。いないとの答弁。    

    次に、議案第次に、議案第次に、議案第次に、議案第 39393939 号については号については号については号については、、、、質疑はあり質疑はあり質疑はあり質疑はあり

ませんでした。ませんでした。ませんでした。ませんでした。    

    結果といたしまして、議案第結果といたしまして、議案第結果といたしまして、議案第結果といたしまして、議案第 37373737 号ないし議号ないし議号ないし議号ないし議

案第案第案第案第 39393939 号の以上３件につきましては、原案の号の以上３件につきましては、原案の号の以上３件につきましては、原案の号の以上３件につきましては、原案の

とおり可決すべきものと決定いたしました。とおり可決すべきものと決定いたしました。とおり可決すべきものと決定いたしました。とおり可決すべきものと決定いたしました。    

    本委員会の決定どおり本委員会の決定どおり本委員会の決定どおり本委員会の決定どおり、、、、ご承認いただきまご承認いただきまご承認いただきまご承認いただきま

すようお願い申し上げまして、報告を終わりすようお願い申し上げまして、報告を終わりすようお願い申し上げまして、報告を終わりすようお願い申し上げまして、報告を終わり

ます。ます。ます。ます。    

●議長林●議長林●議長林●議長林    国夫君国夫君国夫君国夫君    次に、議案第次に、議案第次に、議案第次に、議案第 40404040 号ないし号ないし号ないし号ないし

議案第議案第議案第議案第 43434343 件の以上件の以上件の以上件の以上４件について、紫藤産業･４件について、紫藤産業･４件について、紫藤産業･４件について、紫藤産業･

厚生委員長。厚生委員長。厚生委員長。厚生委員長。    

●産業●産業●産業●産業・・・・厚生委員厚生委員厚生委員厚生委員会委員会委員会委員会委員長紫藤政則議員（登長紫藤政則議員（登長紫藤政則議員（登長紫藤政則議員（登

壇）壇）壇）壇）    ただいま議題となりました、ただいま議題となりました、ただいま議題となりました、ただいま議題となりました、議案第議案第議案第議案第 40404040

号号号号美唄市医療費助成条例の一部改正の件美唄市医療費助成条例の一部改正の件美唄市医療費助成条例の一部改正の件美唄市医療費助成条例の一部改正の件、、、、議議議議

案第案第案第案第 41414141 号号号号美唄市廃棄物の処理及び清掃に関美唄市廃棄物の処理及び清掃に関美唄市廃棄物の処理及び清掃に関美唄市廃棄物の処理及び清掃に関

する条例の一部改正の件する条例の一部改正の件する条例の一部改正の件する条例の一部改正の件、、、、議案第議案第議案第議案第 42424242 号号号号美唄市美唄市美唄市美唄市
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予防接種健康被害調査委員会条例及び美唄市予防接種健康被害調査委員会条例及び美唄市予防接種健康被害調査委員会条例及び美唄市予防接種健康被害調査委員会条例及び美唄市

保健センター設置条例の一部改正の件保健センター設置条例の一部改正の件保健センター設置条例の一部改正の件保健センター設置条例の一部改正の件及び及び及び及び議議議議

案第案第案第案第 43434343 号号号号美唄市町の名称及び区域変更の件美唄市町の名称及び区域変更の件美唄市町の名称及び区域変更の件美唄市町の名称及び区域変更の件

の以上４件について、産業の以上４件について、産業の以上４件について、産業の以上４件について、産業・・・・厚生員会の審査厚生員会の審査厚生員会の審査厚生員会の審査

の経過並びに結果をご報告申し上げます。の経過並びに結果をご報告申し上げます。の経過並びに結果をご報告申し上げます。の経過並びに結果をご報告申し上げます。    

    経過経過経過経過といたしまして、６月といたしまして、６月といたしまして、６月といたしまして、６月 20202020 日委員会を招日委員会を招日委員会を招日委員会を招

集し、審査いたしました。集し、審査いたしました。集し、審査いたしました。集し、審査いたしました。    

    初めに、議案第初めに、議案第初めに、議案第初めに、議案第 40404040 号の審査に号の審査に号の審査に号の審査にああああたって、理たって、理たって、理たって、理

事者から参考資料として美唄市医療費助成条事者から参考資料として美唄市医療費助成条事者から参考資料として美唄市医療費助成条事者から参考資料として美唄市医療費助成条

例、新旧対照表が提出されました。例、新旧対照表が提出されました。例、新旧対照表が提出されました。例、新旧対照表が提出されました。    

    以下、質疑答弁のうち、主なものを申し上以下、質疑答弁のうち、主なものを申し上以下、質疑答弁のうち、主なものを申し上以下、質疑答弁のうち、主なものを申し上

げます。げます。げます。げます。    

    まず初めに、道の要綱が廃止されたのは、まず初めに、道の要綱が廃止されたのは、まず初めに、道の要綱が廃止されたのは、まず初めに、道の要綱が廃止されたのは、

国の法律に基づいて国の法律に基づいて国の法律に基づいて国の法律に基づいてというというというという認識でよいのか。認識でよいのか。認識でよいのか。認識でよいのか。

また、変更になった理由についてまた、変更になった理由についてまた、変更になった理由についてまた、変更になった理由についてとの質疑にとの質疑にとの質疑にとの質疑に

対し対し対し対し、道の単独事業として行っているもので、道の単独事業として行っているもので、道の単独事業として行っているもので、道の単独事業として行っているもので

あるが、あるが、あるが、あるが、平成平成平成平成 16161616 年に道において年齢を１歳ず年に道において年齢を１歳ず年に道において年齢を１歳ず年に道において年齢を１歳ず

つ繰り上げて、平成つ繰り上げて、平成つ繰り上げて、平成つ繰り上げて、平成 19191919 年度末をもって終了さ年度末をもって終了さ年度末をもって終了さ年度末をもって終了さ

せるとの内容ですでに決定されているとの答せるとの内容ですでに決定されているとの答せるとの内容ですでに決定されているとの答せるとの内容ですでに決定されているとの答

弁。弁。弁。弁。    

    次に、平成次に、平成次に、平成次に、平成 20202020 年度の受給対象者年度の受給対象者年度の受給対象者年度の受給対象者 87878787 人の年人の年人の年人の年

齢構成についてと齢構成についてと齢構成についてと齢構成についてとの質疑に対し、の質疑に対し、の質疑に対し、の質疑に対し、年齢を年齢を年齢を年齢を毎年毎年毎年毎年

１つずつ引き上げていくことから、１つずつ引き上げていくことから、１つずつ引き上げていくことから、１つずつ引き上げていくことから、68686868 歳及び歳及び歳及び歳及び

69696969 歳の一部の人が該当するとの答弁。歳の一部の人が該当するとの答弁。歳の一部の人が該当するとの答弁。歳の一部の人が該当するとの答弁。    

    次に、該当者への通知は毎年されているか次に、該当者への通知は毎年されているか次に、該当者への通知は毎年されているか次に、該当者への通知は毎年されているか

との質疑に対し、すでに老人受給者証を所有との質疑に対し、すでに老人受給者証を所有との質疑に対し、すでに老人受給者証を所有との質疑に対し、すでに老人受給者証を所有

している人については、毎年更新手続の案内している人については、毎年更新手続の案内している人については、毎年更新手続の案内している人については、毎年更新手続の案内

をしている。申請のない人についをしている。申請のない人についをしている。申請のない人についをしている。申請のない人については、再度ては、再度ては、再度ては、再度

通知をし、受給対象者でない人については広通知をし、受給対象者でない人については広通知をし、受給対象者でない人については広通知をし、受給対象者でない人については広

報メロディで報メロディで報メロディで報メロディで制度の周知をしているとの答弁。制度の周知をしているとの答弁。制度の周知をしているとの答弁。制度の周知をしているとの答弁。    

    次に道の制度の廃止により、通常は独自の次に道の制度の廃止により、通常は独自の次に道の制度の廃止により、通常は独自の次に道の制度の廃止により、通常は独自の

制度を制度を制度を制度をつくる市町村が出てくると思っていたつくる市町村が出てくると思っていたつくる市町村が出てくると思っていたつくる市町村が出てくると思っていた

が、そのような市町村がないということは、が、そのような市町村がないということは、が、そのような市町村がないということは、が、そのような市町村がないということは、

財政事財政事財政事財政事情情情情のほかに何か理由があるのかとの質のほかに何か理由があるのかとの質のほかに何か理由があるのかとの質のほかに何か理由があるのかとの質

疑に疑に疑に疑に対し、管内各市町村に確認したところ、対し、管内各市町村に確認したところ、対し、管内各市町村に確認したところ、対し、管内各市町村に確認したところ、

どの市町村も制度の存続をしない、もしくはどの市町村も制度の存続をしない、もしくはどの市町村も制度の存続をしない、もしくはどの市町村も制度の存続をしない、もしくは

継続をする予定がないとの回答で、これまで継続をする予定がないとの回答で、これまで継続をする予定がないとの回答で、これまで継続をする予定がないとの回答で、これまで

は全道の市町村が足並みをそろえてきた中で、は全道の市町村が足並みをそろえてきた中で、は全道の市町村が足並みをそろえてきた中で、は全道の市町村が足並みをそろえてきた中で、

各医療機関の協力を得ることができたが、道各医療機関の協力を得ることができたが、道各医療機関の協力を得ることができたが、道各医療機関の協力を得ることができたが、道

の制度の廃止により、一部の市町村でこの制の制度の廃止により、一部の市町村でこの制の制度の廃止により、一部の市町村でこの制の制度の廃止により、一部の市町村でこの制

度を継続する場合、医療制度の協力を得るこ度を継続する場合、医療制度の協力を得るこ度を継続する場合、医療制度の協力を得るこ度を継続する場合、医療制度の協力を得るこ

とができないと想定される。仮に独自で継続とができないと想定される。仮に独自で継続とができないと想定される。仮に独自で継続とができないと想定される。仮に独自で継続

した場合、病院の窓口で一旦支払って、市役した場合、病院の窓口で一旦支払って、市役した場合、病院の窓口で一旦支払って、市役した場合、病院の窓口で一旦支払って、市役

所に申請してもらい助成するという作業所に申請してもらい助成するという作業所に申請してもらい助成するという作業所に申請してもらい助成するという作業にににになななな

るため、市町村独自で継続するには難しいとるため、市町村独自で継続するには難しいとるため、市町村独自で継続するには難しいとるため、市町村独自で継続するには難しいと

いう判断があったものと思われるとの答弁がいう判断があったものと思われるとの答弁がいう判断があったものと思われるとの答弁がいう判断があったものと思われるとの答弁が

ありました。ありました。ありました。ありました。    

    次に、議案第次に、議案第次に、議案第次に、議案第 41414141 号号号号の審査にの審査にの審査にの審査にああああたって、理事たって、理事たって、理事たって、理事

者から提出された美唄市廃棄物の処理及び清者から提出された美唄市廃棄物の処理及び清者から提出された美唄市廃棄物の処理及び清者から提出された美唄市廃棄物の処理及び清

掃に関する条例新旧対照表に加えて、委員会掃に関する条例新旧対照表に加えて、委員会掃に関する条例新旧対照表に加えて、委員会掃に関する条例新旧対照表に加えて、委員会

の決定により提出を求めた１つの決定により提出を求めた１つの決定により提出を求めた１つの決定により提出を求めた１つ、、、、美唄市廃棄美唄市廃棄美唄市廃棄美唄市廃棄

物減量等推進審議会の答申書、家庭ごみの減物減量等推進審議会の答申書、家庭ごみの減物減量等推進審議会の答申書、家庭ごみの減物減量等推進審議会の答申書、家庭ごみの減

量化施策とその方策としての有料化について、量化施策とその方策としての有料化について、量化施策とその方策としての有料化について、量化施策とその方策としての有料化について、

２つ、美唄市環境課が本年１月の市民説明用２つ、美唄市環境課が本年１月の市民説明用２つ、美唄市環境課が本年１月の市民説明用２つ、美唄市環境課が本年１月の市民説明用

パンフレットとしたパンフレットとしたパンフレットとしたパンフレットとした家庭ごみ減量化、有料化家庭ごみ減量化、有料化家庭ごみ減量化、有料化家庭ごみ減量化、有料化

に向けて、３つ、審議会の答申を受けて美唄に向けて、３つ、審議会の答申を受けて美唄に向けて、３つ、審議会の答申を受けて美唄に向けて、３つ、審議会の答申を受けて美唄

市が作成した家庭ごみ減量化、有料化実施計市が作成した家庭ごみ減量化、有料化実施計市が作成した家庭ごみ減量化、有料化実施計市が作成した家庭ごみ減量化、有料化実施計

画書、４つ、美唄市一般廃棄物処理手数料の画書、４つ、美唄市一般廃棄物処理手数料の画書、４つ、美唄市一般廃棄物処理手数料の画書、４つ、美唄市一般廃棄物処理手数料の

うち、指定うち、指定うち、指定うち、指定ごみごみごみごみ袋の減免に関する要綱案の資袋の減免に関する要綱案の資袋の減免に関する要綱案の資袋の減免に関する要綱案の資

料をそれぞれ各委員に配布をし、審査に資す料をそれぞれ各委員に配布をし、審査に資す料をそれぞれ各委員に配布をし、審査に資す料をそれぞれ各委員に配布をし、審査に資す

るようにるようにるようにるようにいたしました。いたしました。いたしました。いたしました。    

    以下、質疑、答弁の主なものを申し上げま以下、質疑、答弁の主なものを申し上げま以下、質疑、答弁の主なものを申し上げま以下、質疑、答弁の主なものを申し上げま

す。す。す。す。    

    初めに、有料化によってごみの減量化を初めに、有料化によってごみの減量化を初めに、有料化によってごみの減量化を初めに、有料化によってごみの減量化を目目目目

指すということだが指すということだが指すということだが指すということだが、ポイントとなる生ごみ、ポイントとなる生ごみ、ポイントとなる生ごみ、ポイントとなる生ごみ

の減量化策が必要と思う。具体的の減量化策が必要と思う。具体的の減量化策が必要と思う。具体的の減量化策が必要と思う。具体的なななな対策を考対策を考対策を考対策を考

えているかとの質疑に対し、ごみの有料化がえているかとの質疑に対し、ごみの有料化がえているかとの質疑に対し、ごみの有料化がえているかとの質疑に対し、ごみの有料化が

減量化における最大のポイントと考えている。減量化における最大のポイントと考えている。減量化における最大のポイントと考えている。減量化における最大のポイントと考えている。
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市民などからお知恵をいただければ、逐一見市民などからお知恵をいただければ、逐一見市民などからお知恵をいただければ、逐一見市民などからお知恵をいただければ、逐一見

直しし検討することがあると直しし検討することがあると直しし検討することがあると直しし検討することがあると思思思思うが、当面はうが、当面はうが、当面はうが、当面は

ごみの有料ごみの有料ごみの有料ごみの有料化化化化による減量化の効果を見極めたによる減量化の効果を見極めたによる減量化の効果を見極めたによる減量化の効果を見極めた

いとの答弁。いとの答弁。いとの答弁。いとの答弁。    

    次に、ごみの有料化に伴い、不法投棄が次に、ごみの有料化に伴い、不法投棄が次に、ごみの有料化に伴い、不法投棄が次に、ごみの有料化に伴い、不法投棄が増増増増

えるとえるとえるとえると想定想定想定想定されるされるされるされるが、その対策でパンフレッが、その対策でパンフレッが、その対策でパンフレッが、その対策でパンフレッ

ト等に罰則規定などを盛り込んではどト等に罰則規定などを盛り込んではどト等に罰則規定などを盛り込んではどト等に罰則規定などを盛り込んではどうかとうかとうかとうかと

の質疑に対し、パンフレットの記載も含め、の質疑に対し、パンフレットの記載も含め、の質疑に対し、パンフレットの記載も含め、の質疑に対し、パンフレットの記載も含め、

できる限りの媒体を利用して不法投棄をしなできる限りの媒体を利用して不法投棄をしなできる限りの媒体を利用して不法投棄をしなできる限りの媒体を利用して不法投棄をしな

いよういよういよういよう周知に周知に周知に周知に努めたいとの答弁。努めたいとの答弁。努めたいとの答弁。努めたいとの答弁。    

    次に、次に、次に、次に、ごみごみごみごみ袋袋袋袋のののの販売販売販売販売ををををする業者を公募するする業者を公募するする業者を公募するする業者を公募する

とのことだが、業者だけではなく、とのことだが、業者だけではなく、とのことだが、業者だけではなく、とのことだが、業者だけではなく、町内会や町内会や町内会や町内会や

関係団体などでも取り扱いが必要になってく関係団体などでも取り扱いが必要になってく関係団体などでも取り扱いが必要になってく関係団体などでも取り扱いが必要になってく

るのではないかとの質疑に対し、基本的にはるのではないかとの質疑に対し、基本的にはるのではないかとの質疑に対し、基本的にはるのではないかとの質疑に対し、基本的には

公募による小売店を考えている。公募が少な公募による小売店を考えている。公募が少な公募による小売店を考えている。公募が少な公募による小売店を考えている。公募が少な

い場合は、公的機関等に取り扱いをお願いすい場合は、公的機関等に取り扱いをお願いすい場合は、公的機関等に取り扱いをお願いすい場合は、公的機関等に取り扱いをお願いす

る場合も想定されるが、できる限り居住地域る場合も想定されるが、できる限り居住地域る場合も想定されるが、できる限り居住地域る場合も想定されるが、できる限り居住地域

で購入できるようにしたい。また、町内会でで購入できるようにしたい。また、町内会でで購入できるようにしたい。また、町内会でで購入できるようにしたい。また、町内会で

の取り扱いは、公金を扱うことになるので、の取り扱いは、公金を扱うことになるので、の取り扱いは、公金を扱うことになるので、の取り扱いは、公金を扱うことになるので、

在庫管理などから取り扱いは難しいと在庫管理などから取り扱いは難しいと在庫管理などから取り扱いは難しいと在庫管理などから取り扱いは難しいと考えて考えて考えて考えて

いるとの答弁。いるとの答弁。いるとの答弁。いるとの答弁。    

    次に、１月の説明会の参加者は六百数十名次に、１月の説明会の参加者は六百数十名次に、１月の説明会の参加者は六百数十名次に、１月の説明会の参加者は六百数十名

とのことだが、極めて不十分である。説明用とのことだが、極めて不十分である。説明用とのことだが、極めて不十分である。説明用とのことだが、極めて不十分である。説明用

パンフレットの充実や相談窓口の開設等、多パンフレットの充実や相談窓口の開設等、多パンフレットの充実や相談窓口の開設等、多パンフレットの充実や相談窓口の開設等、多

くの市民への説明が必要だ。また、地域内循くの市民への説明が必要だ。また、地域内循くの市民への説明が必要だ。また、地域内循くの市民への説明が必要だ。また、地域内循

環によるごみの活用を訴えるべきだとの質疑環によるごみの活用を訴えるべきだとの質疑環によるごみの活用を訴えるべきだとの質疑環によるごみの活用を訴えるべきだとの質疑

に対し、ごみ減量への理解を含めて地域説明に対し、ごみ減量への理解を含めて地域説明に対し、ごみ減量への理解を含めて地域説明に対し、ごみ減量への理解を含めて地域説明

とともに出前講座やメロディでの啓発に取りとともに出前講座やメロディでの啓発に取りとともに出前講座やメロディでの啓発に取りとともに出前講座やメロディでの啓発に取り

組むとの答弁。組むとの答弁。組むとの答弁。組むとの答弁。    

    次に、ゴミ袋販売取扱店は市民に不便をか次に、ゴミ袋販売取扱店は市民に不便をか次に、ゴミ袋販売取扱店は市民に不便をか次に、ゴミ袋販売取扱店は市民に不便をか

けないよう、十分な確保が必要。また、けないよう、十分な確保が必要。また、けないよう、十分な確保が必要。また、けないよう、十分な確保が必要。また、ごみごみごみごみ

袋の製造コストは幾らかとの質疑に対し、取袋の製造コストは幾らかとの質疑に対し、取袋の製造コストは幾らかとの質疑に対し、取袋の製造コストは幾らかとの質疑に対し、取

扱店は扱店は扱店は扱店は 30303030 からからからから 40404040 カ所程度を考えているが、カ所程度を考えているが、カ所程度を考えているが、カ所程度を考えているが、

不便をかけないよう配慮する。製造不便をかけないよう配慮する。製造不便をかけないよう配慮する。製造不便をかけないよう配慮する。製造コストはコストはコストはコストは

40404040リッターの袋でリッターの袋でリッターの袋でリッターの袋で10101010円程度になるとの答弁。円程度になるとの答弁。円程度になるとの答弁。円程度になるとの答弁。    

    あわせて質疑者からあわせて質疑者からあわせて質疑者からあわせて質疑者からごみごみごみごみ袋の袋の袋の袋の発注は、地元発注は、地元発注は、地元発注は、地元

への発注への発注への発注への発注等地域貢献を考えるべき等地域貢献を考えるべき等地域貢献を考えるべき等地域貢献を考えるべきととととの要望発の要望発の要望発の要望発

言がありました。言がありました。言がありました。言がありました。    

    次に、集団資源回収の促進を図るなど、ご次に、集団資源回収の促進を図るなど、ご次に、集団資源回収の促進を図るなど、ご次に、集団資源回収の促進を図るなど、ご

みの減量化の取り組みについて、補助金を使みの減量化の取り組みについて、補助金を使みの減量化の取り組みについて、補助金を使みの減量化の取り組みについて、補助金を使

った施策は考えていないか、また道内った施策は考えていないか、また道内った施策は考えていないか、また道内った施策は考えていないか、また道内 35353535 市の市の市の市の

うちうちうちうち 25252525 市が有料化を実施しているが、ごみの市が有料化を実施しているが、ごみの市が有料化を実施しているが、ごみの市が有料化を実施しているが、ごみの

減量化についてどのような状況なのか調査を減量化についてどのような状況なのか調査を減量化についてどのような状況なのか調査を減量化についてどのような状況なのか調査を

しているかとの質疑に対し、あくまでもしているかとの質疑に対し、あくまでもしているかとの質疑に対し、あくまでもしているかとの質疑に対し、あくまでも自ら自ら自ら自ら

自発的に取り組んでもらいたいという考え方自発的に取り組んでもらいたいという考え方自発的に取り組んでもらいたいという考え方自発的に取り組んでもらいたいという考え方

で進めている。これは補助金を使った施策にで進めている。これは補助金を使った施策にで進めている。これは補助金を使った施策にで進めている。これは補助金を使った施策に

対する答弁でありますが、あくまで対する答弁でありますが、あくまで対する答弁でありますが、あくまで対する答弁でありますが、あくまで自ら自ら自ら自ら自発自発自発自発

的に取り組んでもらいたいという考え方で進的に取り組んでもらいたいという考え方で進的に取り組んでもらいたいという考え方で進的に取り組んでもらいたいという考え方で進

めているので、補助金は考えていない。また、めているので、補助金は考えていない。また、めているので、補助金は考えていない。また、めているので、補助金は考えていない。また、

有料化を実施している有料化を実施している有料化を実施している有料化を実施している 23232323 の減量化についての減量化についての減量化についての減量化について

はははは、、、、すべて調べていないとの答弁。すべて調べていないとの答弁。すべて調べていないとの答弁。すべて調べていないとの答弁。    

    次に、昨年の審議会の中で生活保護世帯な次に、昨年の審議会の中で生活保護世帯な次に、昨年の審議会の中で生活保護世帯な次に、昨年の審議会の中で生活保護世帯な

どについては減免措置の対象になっていたが、どについては減免措置の対象になっていたが、どについては減免措置の対象になっていたが、どについては減免措置の対象になっていたが、

今回の実施計画書で削除された理由は何かと今回の実施計画書で削除された理由は何かと今回の実施計画書で削除された理由は何かと今回の実施計画書で削除された理由は何かと

の質疑に対し、審議会の答申を受けて庁内での質疑に対し、審議会の答申を受けて庁内での質疑に対し、審議会の答申を受けて庁内での質疑に対し、審議会の答申を受けて庁内で

検討した結果、生活保護世帯についてはその検討した結果、生活保護世帯についてはその検討した結果、生活保護世帯についてはその検討した結果、生活保護世帯についてはその

制度の中で生活費の給付を受けているので、制度の中で生活費の給付を受けているので、制度の中で生活費の給付を受けているので、制度の中で生活費の給付を受けているので、

他の市民同様に一定の負担を求めるべきとの他の市民同様に一定の負担を求めるべきとの他の市民同様に一定の負担を求めるべきとの他の市民同様に一定の負担を求めるべきとの

判断をしたとの答弁。判断をしたとの答弁。判断をしたとの答弁。判断をしたとの答弁。    

    次に、３歳未満の世帯は次に、３歳未満の世帯は次に、３歳未満の世帯は次に、３歳未満の世帯は、、、、減免減免減免減免措置はオム措置はオム措置はオム措置はオム

ツ等によツ等によツ等によツ等によりごみの量が多いという判断のもとりごみの量が多いという判断のもとりごみの量が多いという判断のもとりごみの量が多いという判断のもと

で減免の対象となっていると思うが、介護世で減免の対象となっていると思うが、介護世で減免の対象となっていると思うが、介護世で減免の対象となっていると思うが、介護世

帯については対象にならないのかとの質疑に帯については対象にならないのかとの質疑に帯については対象にならないのかとの質疑に帯については対象にならないのかとの質疑に

対し、介護保険要介護４、５の世帯について対し、介護保険要介護４、５の世帯について対し、介護保険要介護４、５の世帯について対し、介護保険要介護４、５の世帯について

は一定の助成措置があることから、他の介護は一定の助成措置があることから、他の介護は一定の助成措置があることから、他の介護は一定の助成措置があることから、他の介護

を要する家庭との公平を考慮し、減免措置のを要する家庭との公平を考慮し、減免措置のを要する家庭との公平を考慮し、減免措置のを要する家庭との公平を考慮し、減免措置の

対象外としたとの答弁。対象外としたとの答弁。対象外としたとの答弁。対象外としたとの答弁。    

    次に、出雲市の例では有料化をしてもごみ次に、出雲市の例では有料化をしてもごみ次に、出雲市の例では有料化をしてもごみ次に、出雲市の例では有料化をしてもごみ
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の減量化にならないとの検証例がある。本気の減量化にならないとの検証例がある。本気の減量化にならないとの検証例がある。本気の減量化にならないとの検証例がある。本気

で取り組むのであれば、お金をかけなければで取り組むのであれば、お金をかけなければで取り組むのであれば、お金をかけなければで取り組むのであれば、お金をかけなければ

効果が出ないのではないかとの質疑に対し、効果が出ないのではないかとの質疑に対し、効果が出ないのではないかとの質疑に対し、効果が出ないのではないかとの質疑に対し、

先進事例では有料化で一旦ごみの量が減って先進事例では有料化で一旦ごみの量が減って先進事例では有料化で一旦ごみの量が減って先進事例では有料化で一旦ごみの量が減って

も元に戻るいわゆるリバウンドの事例もある。も元に戻るいわゆるリバウンドの事例もある。も元に戻るいわゆるリバウンドの事例もある。も元に戻るいわゆるリバウンドの事例もある。

市民啓発等しっ市民啓発等しっ市民啓発等しっ市民啓発等しっかり対策を講じたいとの答弁。かり対策を講じたいとの答弁。かり対策を講じたいとの答弁。かり対策を講じたいとの答弁。    

    次に、３歳未満時の世帯の減免措置の内容次に、３歳未満時の世帯の減免措置の内容次に、３歳未満時の世帯の減免措置の内容次に、３歳未満時の世帯の減免措置の内容

はとの質疑に対し、標準世帯の２分の１を想はとの質疑に対し、標準世帯の２分の１を想はとの質疑に対し、標準世帯の２分の１を想はとの質疑に対し、標準世帯の２分の１を想

定し、定し、定し、定し、40404040 リッター１枚リッター１枚リッター１枚リッター１枚 80808080 円かける円かける円かける円かける 50505050 枚で、枚で、枚で、枚で、

4,0004,0004,0004,000 円程度を考えている。対象が円程度を考えている。対象が円程度を考えている。対象が円程度を考えている。対象が 417417417417 世帯世帯世帯世帯

と見通されるので、と見通されるので、と見通されるので、と見通されるので、160160160160 万円程度の減免額を万円程度の減免額を万円程度の減免額を万円程度の減免額を

予定しているとの答弁。予定しているとの答弁。予定しているとの答弁。予定しているとの答弁。    

    次に、今後の市民説明に当たっては、ゆた次に、今後の市民説明に当たっては、ゆた次に、今後の市民説明に当たっては、ゆた次に、今後の市民説明に当たっては、ゆた

かニュータウン集会場を含めるなど、きめ細かニュータウン集会場を含めるなど、きめ細かニュータウン集会場を含めるなど、きめ細かニュータウン集会場を含めるなど、きめ細

かに対話し、理解を求める対応が必要だが、かに対話し、理解を求める対応が必要だが、かに対話し、理解を求める対応が必要だが、かに対話し、理解を求める対応が必要だが、

との質疑に対し、市民説明会場をとの質疑に対し、市民説明会場をとの質疑に対し、市民説明会場をとの質疑に対し、市民説明会場を増やすこと増やすこと増やすこと増やすこと

やややや出前講座を活用するなどしっかり対応する出前講座を活用するなどしっかり対応する出前講座を活用するなどしっかり対応する出前講座を活用するなどしっかり対応する

との答弁。との答弁。との答弁。との答弁。    

    次に、次に、次に、次に、ごみごみごみごみ袋の在庫管理及び小売店袋の在庫管理及び小売店袋の在庫管理及び小売店袋の在庫管理及び小売店への発への発への発への発

送は市役所で対応するのか、また、市町村で送は市役所で対応するのか、また、市町村で送は市役所で対応するのか、また、市町村で送は市役所で対応するのか、また、市町村で

電動生ごみ処理機の助成をしているが、これ電動生ごみ処理機の助成をしているが、これ電動生ごみ処理機の助成をしているが、これ電動生ごみ処理機の助成をしているが、これ

は釧路の例をお出しになりましたが、美唄市は釧路の例をお出しになりましたが、美唄市は釧路の例をお出しになりましたが、美唄市は釧路の例をお出しになりましたが、美唄市

でも最終処分場の延命などから、でも最終処分場の延命などから、でも最終処分場の延命などから、でも最終処分場の延命などから、ごみごみごみごみ減量の減量の減量の減量の

施策として導入してはどうかとの質疑に対し、施策として導入してはどうかとの質疑に対し、施策として導入してはどうかとの質疑に対し、施策として導入してはどうかとの質疑に対し、

在庫管理及び配送については製造業者に委託在庫管理及び配送については製造業者に委託在庫管理及び配送については製造業者に委託在庫管理及び配送については製造業者に委託

する予定である。また、電動生ごみ処理機にする予定である。また、電動生ごみ処理機にする予定である。また、電動生ごみ処理機にする予定である。また、電動生ごみ処理機に

ついては助成したとしても市民に一定の負担ついては助成したとしても市民に一定の負担ついては助成したとしても市民に一定の負担ついては助成したとしても市民に一定の負担

が伴うので、基本的には各家庭で減量に取りが伴うので、基本的には各家庭で減量に取りが伴うので、基本的には各家庭で減量に取りが伴うので、基本的には各家庭で減量に取り

組んでもらいたい。それに伴う必要な情報を組んでもらいたい。それに伴う必要な情報を組んでもらいたい。それに伴う必要な情報を組んでもらいたい。それに伴う必要な情報を

積極的に提供し、支援していきたいとの答弁。積極的に提供し、支援していきたいとの答弁。積極的に提供し、支援していきたいとの答弁。積極的に提供し、支援していきたいとの答弁。    

    次に、販売業者への手数料は幾らになるか次に、販売業者への手数料は幾らになるか次に、販売業者への手数料は幾らになるか次に、販売業者への手数料は幾らになるか

との質疑に対し、販売との質疑に対し、販売との質疑に対し、販売との質疑に対し、販売額の７％を想定してい額の７％を想定してい額の７％を想定してい額の７％を想定してい

るとの答弁がありました。るとの答弁がありました。るとの答弁がありました。るとの答弁がありました。    

    次に、議案第次に、議案第次に、議案第次に、議案第 42424242 号の審査においては号の審査においては号の審査においては号の審査においては、、、、質疑質疑質疑質疑

はありませんでした。はありませんでした。はありませんでした。はありませんでした。    

    次に、議案第次に、議案第次に、議案第次に、議案第 43434343 号の審査に号の審査に号の審査に号の審査にああああたって、美唄たって、美唄たって、美唄たって、美唄

市奈井江都市計画事業美唄駅周辺土地市奈井江都市計画事業美唄駅周辺土地市奈井江都市計画事業美唄駅周辺土地市奈井江都市計画事業美唄駅周辺土地区画整区画整区画整区画整

理事業理事業理事業理事業条町条町条町条町名対象変更図名対象変更図名対象変更図名対象変更図が資料として提出さが資料として提出さが資料として提出さが資料として提出さ

れました。れました。れました。れました。    

    以下、審査以下、審査以下、審査以下、審査におけるにおけるにおけるにおける質疑答弁の主なものを質疑答弁の主なものを質疑答弁の主なものを質疑答弁の主なものを

申し上げます。申し上げます。申し上げます。申し上げます。    

    区域変更について、周辺住民や自治会や町区域変更について、周辺住民や自治会や町区域変更について、周辺住民や自治会や町区域変更について、周辺住民や自治会や町

内会に対し、事前説明をしているのか。また、内会に対し、事前説明をしているのか。また、内会に対し、事前説明をしているのか。また、内会に対し、事前説明をしているのか。また、

表示板に対して今後予算が伴うと思われるが、表示板に対して今後予算が伴うと思われるが、表示板に対して今後予算が伴うと思われるが、表示板に対して今後予算が伴うと思われるが、

変更等となった場合、どの程度の予算変更等となった場合、どの程度の予算変更等となった場合、どの程度の予算変更等となった場合、どの程度の予算的な的な的な的な裏裏裏裏

付けを見込んでいるのかとの質疑に対し、区付けを見込んでいるのかとの質疑に対し、区付けを見込んでいるのかとの質疑に対し、区付けを見込んでいるのかとの質疑に対し、区

画整理事画整理事画整理事画整理事業は従前業は従前業は従前業は従前地を地を地を地を基本にして考えている。基本にして考えている。基本にして考えている。基本にして考えている。

数数数数軒軒軒軒の方が新たな土地に動いているが、今後の方が新たな土地に動いているが、今後の方が新たな土地に動いているが、今後の方が新たな土地に動いているが、今後

住所変更になる住居はない。住民への説明は住所変更になる住居はない。住民への説明は住所変更になる住居はない。住民への説明は住所変更になる住居はない。住民への説明は

当初計画により平成５年度に１回説明を行っ当初計画により平成５年度に１回説明を行っ当初計画により平成５年度に１回説明を行っ当初計画により平成５年度に１回説明を行っ

ており、その後については仮換地清算の事務ており、その後については仮換地清算の事務ており、その後については仮換地清算の事務ており、その後については仮換地清算の事務

が平成が平成が平成が平成 13131313 年にあり、その段階で説明している。年にあり、その段階で説明している。年にあり、その段階で説明している。年にあり、その段階で説明している。

町内会の説明は町内会の説明は町内会の説明は町内会の説明は今まで今まで今まで今まで行っていないが、今後行っていないが、今後行っていないが、今後行っていないが、今後

検討したい。また、検討したい。また、検討したい。また、検討したい。また、今後今後今後今後建物の建物の建物の建物の移動に伴う表移動に伴う表移動に伴う表移動に伴う表

示板の予算についての具体的な数字は出して示板の予算についての具体的な数字は出して示板の予算についての具体的な数字は出して示板の予算についての具体的な数字は出して

いないとの答弁がありました。いないとの答弁がありました。いないとの答弁がありました。いないとの答弁がありました。    

    結果といたしまして、議案第結果といたしまして、議案第結果といたしまして、議案第結果といたしまして、議案第 40404040 号、議案第号、議案第号、議案第号、議案第

42424242 号及び議案第号及び議案第号及び議案第号及び議案第 43434343 号の以上３件につきまし号の以上３件につきまし号の以上３件につきまし号の以上３件につきまし

てはてはてはては、、、、原案のとおり可決すべきものと決定い原案のとおり可決すべきものと決定い原案のとおり可決すべきものと決定い原案のとおり可決すべきものと決定い

たしました。たしました。たしました。たしました。    

    次に、議案第次に、議案第次に、議案第次に、議案第 41414141 号につきましては、ご異議号につきましては、ご異議号につきましては、ご異議号につきましては、ご異議

がありましたので起立採決の結果、原案のとがありましたので起立採決の結果、原案のとがありましたので起立採決の結果、原案のとがありましたので起立採決の結果、原案のと

おり可決すべきものと決定いたしました。おり可決すべきものと決定いたしました。おり可決すべきものと決定いたしました。おり可決すべきものと決定いたしました。    

    なおこの際、議案第なおこの際、議案第なおこの際、議案第なおこの際、議案第 41414141 号について以下の点号について以下の点号について以下の点号について以下の点

について委員会の総意として市長にご要望申について委員会の総意として市長にご要望申について委員会の総意として市長にご要望申について委員会の総意として市長にご要望申

し上げます。し上げます。し上げます。し上げます。    

    美唄市はゴミの減量化施策として、減量意美唄市はゴミの減量化施策として、減量意美唄市はゴミの減量化施策として、減量意美唄市はゴミの減量化施策として、減量意

識の啓発、資源化の促進、再使用の促進、生識の啓発、資源化の促進、再使用の促進、生識の啓発、資源化の促進、再使用の促進、生識の啓発、資源化の促進、再使用の促進、生
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ごみの減量化、堆肥化の利用やごみの減量化、堆肥化の利用やごみの減量化、堆肥化の利用やごみの減量化、堆肥化の利用や飼飼飼飼料の有効活料の有効活料の有効活料の有効活

用の促進、環境教育の促進、用の促進、環境教育の促進、用の促進、環境教育の促進、用の促進、環境教育の促進、ごみのごみのごみのごみの適正処理適正処理適正処理適正処理

等３等３等３等３アールアールアールアール推進員との連携による総合的な取推進員との連携による総合的な取推進員との連携による総合的な取推進員との連携による総合的な取

り組みをうたっています。り組みをうたっています。り組みをうたっています。り組みをうたっています。    

    しかし、いずれの取り組みも市民意識の高しかし、いずれの取り組みも市民意識の高しかし、いずれの取り組みも市民意識の高しかし、いずれの取り組みも市民意識の高

まりを期待するまりを期待するまりを期待するまりを期待する域を出ず、その減量効果に確域を出ず、その減量効果に確域を出ず、その減量効果に確域を出ず、その減量効果に確

たる見通しが持てないのではないかとの危惧たる見通しが持てないのではないかとの危惧たる見通しが持てないのではないかとの危惧たる見通しが持てないのではないかとの危惧

の念を抱かざるを得ません。市民に負担を求の念を抱かざるを得ません。市民に負担を求の念を抱かざるを得ません。市民に負担を求の念を抱かざるを得ません。市民に負担を求

めるこのめるこのめるこのめるこの時期を時期を時期を時期を失することがないよう、以下失することがないよう、以下失することがないよう、以下失することがないよう、以下

の取り組みについての実行を求めます。の取り組みについての実行を求めます。の取り組みについての実行を求めます。の取り組みについての実行を求めます。    

    １、一般廃棄物処理量の１、一般廃棄物処理量の１、一般廃棄物処理量の１、一般廃棄物処理量の 40404040％を占める生ご％を占める生ご％を占める生ご％を占める生ご

みの排出抑制を効果的に行うため、すでにごみの排出抑制を効果的に行うため、すでにごみの排出抑制を効果的に行うため、すでにごみの排出抑制を効果的に行うため、すでにご

報告でもありましたとおり、多く意見が出さ報告でもありましたとおり、多く意見が出さ報告でもありましたとおり、多く意見が出さ報告でもありましたとおり、多く意見が出さ

れました生ごみ堆肥化容器への助成、さらにれました生ごみ堆肥化容器への助成、さらにれました生ごみ堆肥化容器への助成、さらにれました生ごみ堆肥化容器への助成、さらに

は電動処理機への助成等、効果的な内容を十は電動処理機への助成等、効果的な内容を十は電動処理機への助成等、効果的な内容を十は電動処理機への助成等、効果的な内容を十

分今後行政において検討し、行政支出の伴う分今後行政において検討し、行政支出の伴う分今後行政において検討し、行政支出の伴う分今後行政において検討し、行政支出の伴う

施策を行うべきこと。施策を行うべきこと。施策を行うべきこと。施策を行うべきこと。    

    ２、有料化・減量化の理解２、有料化・減量化の理解２、有料化・減量化の理解２、有料化・減量化の理解と強力と強力と強力と強力を得ながを得ながを得ながを得なが

らららら市民の皆さんへの説明に市民の皆さんへの説明に市民の皆さんへの説明に市民の皆さんへの説明にああああたっては、市民たっては、市民たっては、市民たっては、市民

参加の視点で説明会場の増設、さらには出前参加の視点で説明会場の増設、さらには出前参加の視点で説明会場の増設、さらには出前参加の視点で説明会場の増設、さらには出前

講座の充実、そして庁内体制、相談体制の拡講座の充実、そして庁内体制、相談体制の拡講座の充実、そして庁内体制、相談体制の拡講座の充実、そして庁内体制、相談体制の拡

充等、市民に重ねて理解と協力を得られるよ充等、市民に重ねて理解と協力を得られるよ充等、市民に重ねて理解と協力を得られるよ充等、市民に重ねて理解と協力を得られるよ

う、市民参加の視点で対応されるよう、そのう、市民参加の視点で対応されるよう、そのう、市民参加の視点で対応されるよう、そのう、市民参加の視点で対応されるよう、その

実行を求めます。実行を求めます。実行を求めます。実行を求めます。    

    ３、減量化３、減量化３、減量化３、減量化・有料化・有料化・有料化・有料化に伴う減免措置についに伴う減免措置についに伴う減免措置についに伴う減免措置につい

ては、これは市長にその決定がゆだねられるては、これは市長にその決定がゆだねられるては、これは市長にその決定がゆだねられるては、これは市長にその決定がゆだねられる

わけであります。生保等減免について、審議わけであります。生保等減免について、審議わけであります。生保等減免について、審議わけであります。生保等減免について、審議

会等の答申が出たわけでありますが、長にお会等の答申が出たわけでありますが、長にお会等の答申が出たわけでありますが、長にお会等の答申が出たわけでありますが、長にお

いては他市の例、さらには議会における質疑いては他市の例、さらには議会における質疑いては他市の例、さらには議会における質疑いては他市の例、さらには議会における質疑

でもあったようでもあったようでもあったようでもあったようなななな、この減免にかかわる基準、、この減免にかかわる基準、、この減免にかかわる基準、、この減免にかかわる基準、

その考え方を十分市民に説明し、市民の意見その考え方を十分市民に説明し、市民の意見その考え方を十分市民に説明し、市民の意見その考え方を十分市民に説明し、市民の意見

を徴してを徴してを徴してを徴して、この減免措置の実行を図られるよ、この減免措置の実行を図られるよ、この減免措置の実行を図られるよ、この減免措置の実行を図られるよ

う、以上要望を申し上げる次第であります。う、以上要望を申し上げる次第であります。う、以上要望を申し上げる次第であります。う、以上要望を申し上げる次第であります。    

    以上、申し上げました本委員会の決定どお以上、申し上げました本委員会の決定どお以上、申し上げました本委員会の決定どお以上、申し上げました本委員会の決定どお

りご承認いただきますよう、お願い申し上げりご承認いただきますよう、お願い申し上げりご承認いただきますよう、お願い申し上げりご承認いただきますよう、お願い申し上げ

まして報告を終わります。まして報告を終わります。まして報告を終わります。まして報告を終わります。    

●議長林●議長林●議長林●議長林    国夫君国夫君国夫君国夫君    次に、移ります。次に、移ります。次に、移ります。次に、移ります。    

    議案第議案第議案第議案第 44444444 号及び議案第号及び議案第号及び議案第号及び議案第 45454545 号の以上２件に号の以上２件に号の以上２件に号の以上２件に

ついて、小関予算審査特別委員長。ついて、小関予算審査特別委員長。ついて、小関予算審査特別委員長。ついて、小関予算審査特別委員長。    

●予算審査特別委員会委員長小関勝教議員●予算審査特別委員会委員長小関勝教議員●予算審査特別委員会委員長小関勝教議員●予算審査特別委員会委員長小関勝教議員

（登壇）（登壇）（登壇）（登壇）    ただいま議題となりました、予算ただいま議題となりました、予算ただいま議題となりました、予算ただいま議題となりました、予算

審査特別委員会の審査の経過並びに結果をご審査特別委員会の審査の経過並びに結果をご審査特別委員会の審査の経過並びに結果をご審査特別委員会の審査の経過並びに結果をご

報告申し上げます。報告申し上げます。報告申し上げます。報告申し上げます。    

    経過といたしまして、６月経過といたしまして、６月経過といたしまして、６月経過といたしまして、６月 21212121 日委員会を招日委員会を招日委員会を招日委員会を招

集して審査いたしました。集して審査いたしました。集して審査いたしました。集して審査いたしました。    

    まず初めに、まず初めに、まず初めに、まず初めに、議案第議案第議案第議案第 44444444 号号号号平成平成平成平成 19191919 年度美唄年度美唄年度美唄年度美唄

市一般会計補正予算（第１号）における質疑、市一般会計補正予算（第１号）における質疑、市一般会計補正予算（第１号）における質疑、市一般会計補正予算（第１号）における質疑、

答弁の主なものについて申し上げます。答弁の主なものについて申し上げます。答弁の主なものについて申し上げます。答弁の主なものについて申し上げます。    

    中高年疾病予防対策事業について、今回の中高年疾病予防対策事業について、今回の中高年疾病予防対策事業について、今回の中高年疾病予防対策事業について、今回の

補正の新規事業について、事務事業評価の内補正の新規事業について、事務事業評価の内補正の新規事業について、事務事業評価の内補正の新規事業について、事務事業評価の内

容についてとの質疑に対し、平成容についてとの質疑に対し、平成容についてとの質疑に対し、平成容についてとの質疑に対し、平成 20202020 年度医療年度医療年度医療年度医療

制度改革の柱となる生活習慣病予防対策の取制度改革の柱となる生活習慣病予防対策の取制度改革の柱となる生活習慣病予防対策の取制度改革の柱となる生活習慣病予防対策の取

り組みを強化するため、中高年疾病予防事業り組みを強化するため、中高年疾病予防事業り組みを強化するため、中高年疾病予防事業り組みを強化するため、中高年疾病予防事業

を充実させるものであり、日本看護協会の生を充実させるものであり、日本看護協会の生を充実させるものであり、日本看護協会の生を充実させるものであり、日本看護協会の生

活習慣病予防活動支援モデル事業を活用し、活習慣病予防活動支援モデル事業を活用し、活習慣病予防活動支援モデル事業を活用し、活習慣病予防活動支援モデル事業を活用し、

助成率は助成率は助成率は助成率は 10101010 分の分の分の分の 10101010 となっている。本助成事となっている。本助成事となっている。本助成事となっている。本助成事

業については、昨年業については、昨年業については、昨年業については、昨年 12121212 月に日本看護協会へ申月に日本看護協会へ申月に日本看護協会へ申月に日本看護協会へ申

請を行い、４月内示のため、今回の補正予請を行い、４月内示のため、今回の補正予請を行い、４月内示のため、今回の補正予請を行い、４月内示のため、今回の補正予算算算算

に提出する運びになった。主な事業内容としに提出する運びになった。主な事業内容としに提出する運びになった。主な事業内容としに提出する運びになった。主な事業内容とし

て、メタボリックシンドローム対策を進めるて、メタボリックシンドローム対策を進めるて、メタボリックシンドローム対策を進めるて、メタボリックシンドローム対策を進める

上で、保健師、栄養師の特定保険指導技術の上で、保健師、栄養師の特定保険指導技術の上で、保健師、栄養師の特定保険指導技術の上で、保健師、栄養師の特定保険指導技術の

習得と向上を図るとともに、市民が生活習慣習得と向上を図るとともに、市民が生活習慣習得と向上を図るとともに、市民が生活習慣習得と向上を図るとともに、市民が生活習慣

の改善が図られるよう、食生活の改善を中心の改善が図られるよう、食生活の改善を中心の改善が図られるよう、食生活の改善を中心の改善が図られるよう、食生活の改善を中心

とした血液さらさら教室を７回、平成とした血液さらさら教室を７回、平成とした血液さらさら教室を７回、平成とした血液さらさら教室を７回、平成 20202020 年３年３年３年３

月まで実施し、その間５回の血液検査を実施月まで実施し、その間５回の血液検査を実施月まで実施し、その間５回の血液検査を実施月まで実施し、その間５回の血液検査を実施

し、生活習慣の改善から検査データの改善まし、生活習慣の改善から検査データの改善まし、生活習慣の改善から検査データの改善まし、生活習慣の改善から検査データの改善ま

でを目的とした教室の実施と、日本看護協会でを目的とした教室の実施と、日本看護協会でを目的とした教室の実施と、日本看護協会でを目的とした教室の実施と、日本看護協会

から保健師、栄養師が技術支援を受け、スキから保健師、栄養師が技術支援を受け、スキから保健師、栄養師が技術支援を受け、スキから保健師、栄養師が技術支援を受け、スキ
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ルアップを図るものであるとの答弁。ルアップを図るものであるとの答弁。ルアップを図るものであるとの答弁。ルアップを図るものであるとの答弁。    

    次に、次に、次に、次に、ごみのごみのごみのごみの減量化再資源化推進事業につ減量化再資源化推進事業につ減量化再資源化推進事業につ減量化再資源化推進事業につ

いて、減量化を持続させていくためいて、減量化を持続させていくためいて、減量化を持続させていくためいて、減量化を持続させていくために、最終に、最終に、最終に、最終

処分場の延命など、市民周知に係る施策や予処分場の延命など、市民周知に係る施策や予処分場の延命など、市民周知に係る施策や予処分場の延命など、市民周知に係る施策や予

算措置はどのように考えているのかとの質疑算措置はどのように考えているのかとの質疑算措置はどのように考えているのかとの質疑算措置はどのように考えているのかとの質疑

に対し、に対し、に対し、に対し、出前講座や情報提供しながら市民周出前講座や情報提供しながら市民周出前講座や情報提供しながら市民周出前講座や情報提供しながら市民周

知をしていくとの答弁。知をしていくとの答弁。知をしていくとの答弁。知をしていくとの答弁。    

    次に、有料化実施後の不法投棄対策につい次に、有料化実施後の不法投棄対策につい次に、有料化実施後の不法投棄対策につい次に、有料化実施後の不法投棄対策につい

てとの質疑に対し、注意喚起の看板設置や３てとの質疑に対し、注意喚起の看板設置や３てとの質疑に対し、注意喚起の看板設置や３てとの質疑に対し、注意喚起の看板設置や３

アールアールアールアール推進員、警察、空知支庁、土木現業所推進員、警察、空知支庁、土木現業所推進員、警察、空知支庁、土木現業所推進員、警察、空知支庁、土木現業所

など関係機関と連携しながら啓発ＰＲに努めなど関係機関と連携しながら啓発ＰＲに努めなど関係機関と連携しながら啓発ＰＲに努めなど関係機関と連携しながら啓発ＰＲに努め

ていくとの答弁。ていくとの答弁。ていくとの答弁。ていくとの答弁。    

    次に、実効性のある不法投棄対策について次に、実効性のある不法投棄対策について次に、実効性のある不法投棄対策について次に、実効性のある不法投棄対策について

どのように考えているのかとの質疑に対し、どのように考えているのかとの質疑に対し、どのように考えているのかとの質疑に対し、どのように考えているのかとの質疑に対し、

ステーションに置かれたステーションに置かれたステーションに置かれたステーションに置かれたタイヤ、バッテリータイヤ、バッテリータイヤ、バッテリータイヤ、バッテリー

などについて市で直接回収し、指定袋以外のなどについて市で直接回収し、指定袋以外のなどについて市で直接回収し、指定袋以外のなどについて市で直接回収し、指定袋以外の

袋袋袋袋で排出されたものにつで排出されたものにつで排出されたものにつで排出されたものについて、市側で中身ないて、市側で中身ないて、市側で中身ないて、市側で中身な

どを確認し、指導の徹底を図っていくとの答どを確認し、指導の徹底を図っていくとの答どを確認し、指導の徹底を図っていくとの答どを確認し、指導の徹底を図っていくとの答

弁。弁。弁。弁。    

    次に、次に、次に、次に、昨日の昨日の昨日の昨日の産業・厚生委員会において有産業・厚生委員会において有産業・厚生委員会において有産業・厚生委員会において有

料化が本当に減量化につながるのか、有料化料化が本当に減量化につながるのか、有料化料化が本当に減量化につながるのか、有料化料化が本当に減量化につながるのか、有料化

を実施しているを実施しているを実施しているを実施している 25252525 市で減量化につながって市で減量化につながって市で減量化につながって市で減量化につながって

いるのはどれくらいあるのかという質問をしいるのはどれくらいあるのかという質問をしいるのはどれくらいあるのかという質問をしいるのはどれくらいあるのかという質問をし

た際、その段階ではなかったとの答弁た際、その段階ではなかったとの答弁た際、その段階ではなかったとの答弁た際、その段階ではなかったとの答弁でででであっあっあっあっ

たが、事務事業評価たが、事務事業評価たが、事務事業評価たが、事務事業評価表の表の表の表の付記事項の中で約付記事項の中で約付記事項の中で約付記事項の中で約

26262626％の減量効果が得られ、当市でも同様の効％の減量効果が得られ、当市でも同様の効％の減量効果が得られ、当市でも同様の効％の減量効果が得られ、当市でも同様の効

果が期待できると書いてあり、果が期待できると書いてあり、果が期待できると書いてあり、果が期待できると書いてあり、昨日の昨日の昨日の昨日の答弁と答弁と答弁と答弁と

違うことについてとの質疑に対し、事務事業違うことについてとの質疑に対し、事務事業違うことについてとの質疑に対し、事務事業違うことについてとの質疑に対し、事務事業

評価評価評価評価表に表に表に表にあるあるあるある 26262626％の減量効果は、北海道環境％の減量効果は、北海道環境％の減量効果は、北海道環境％の減量効果は、北海道環境

生活部が生活部が生活部が生活部が平成平成平成平成 16161616 年度に実施した道内市町村年度に実施した道内市町村年度に実施した道内市町村年度に実施した道内市町村

におけにおけにおけにおけるるるるごみごみごみごみ処理の実施状況に基づくデータ処理の実施状況に基づくデータ処理の実施状況に基づくデータ処理の実施状況に基づくデータ

であり、有料化の実施効果について各自治体であり、有料化の実施効果について各自治体であり、有料化の実施効果について各自治体であり、有料化の実施効果について各自治体

においてにおいてにおいてにおいて様々であり様々であり様々であり様々であり、栗山では昨年４割減、、栗山では昨年４割減、、栗山では昨年４割減、、栗山では昨年４割減、

同時期に始めた芦別では同時期に始めた芦別では同時期に始めた芦別では同時期に始めた芦別では 44444444％の減、美唄市と％の減、美唄市と％の減、美唄市と％の減、美唄市と

してどれぐらい減らせるかは大きな問題であしてどれぐらい減らせるかは大きな問題であしてどれぐらい減らせるかは大きな問題であしてどれぐらい減らせるかは大きな問題であ

るが、出前講座の開催や周知により実施してるが、出前講座の開催や周知により実施してるが、出前講座の開催や周知により実施してるが、出前講座の開催や周知により実施して

いきたいと考えているとの答弁。いきたいと考えているとの答弁。いきたいと考えているとの答弁。いきたいと考えているとの答弁。    

    次に、ごみ処理コストについて、２億次に、ごみ処理コストについて、２億次に、ごみ処理コストについて、２億次に、ごみ処理コストについて、２億 2,0002,0002,0002,000

万円万円万円万円とととと３億３億３億３億 9,5009,5009,5009,500 万円の二通りの数字が出て万円の二通りの数字が出て万円の二通りの数字が出て万円の二通りの数字が出て

おり、これは新しい施策の維持管理は、平成おり、これは新しい施策の維持管理は、平成おり、これは新しい施策の維持管理は、平成おり、これは新しい施策の維持管理は、平成

19191919 年度以降の見込みで出ているのか、また事年度以降の見込みで出ているのか、また事年度以降の見込みで出ているのか、また事年度以降の見込みで出ているのか、また事

業系の業系の業系の業系のごみごみごみごみ排出量、処理量を押えていな排出量、処理量を押えていな排出量、処理量を押えていな排出量、処理量を押えていなけれけれけれけれ

ば積算のしようがないのではないかば積算のしようがないのではないかば積算のしようがないのではないかば積算のしようがないのではないか。また、。また、。また、。また、

負担額について世帯区分ごとの年間使用料の負担額について世帯区分ごとの年間使用料の負担額について世帯区分ごとの年間使用料の負担額について世帯区分ごとの年間使用料の

モデルケースのような利用費から賃借料につモデルケースのような利用費から賃借料につモデルケースのような利用費から賃借料につモデルケースのような利用費から賃借料につ

いて必要最小限の経費で出しているのか。減いて必要最小限の経費で出しているのか。減いて必要最小限の経費で出しているのか。減いて必要最小限の経費で出しているのか。減

量化に向けた対策が出ていないのではないか量化に向けた対策が出ていないのではないか量化に向けた対策が出ていないのではないか量化に向けた対策が出ていないのではないか

との質疑に対し、事業系ごみについては、計との質疑に対し、事業系ごみについては、計との質疑に対し、事業系ごみについては、計との質疑に対し、事業系ごみについては、計

算上収集委託をしており、事業系、家庭系を算上収集委託をしており、事業系、家庭系を算上収集委託をしており、事業系、家庭系を算上収集委託をしており、事業系、家庭系を

分けるのは難しい。平成分けるのは難しい。平成分けるのは難しい。平成分けるのは難しい。平成 16161616 年度に事業系ごみ年度に事業系ごみ年度に事業系ごみ年度に事業系ごみ

の排出量について、試験的に調査をした経緯の排出量について、試験的に調査をした経緯の排出量について、試験的に調査をした経緯の排出量について、試験的に調査をした経緯

があり、その結果があり、その結果があり、その結果があり、その結果、、、、全体量に対する事業系の全体量に対する事業系の全体量に対する事業系の全体量に対する事業系の

ごみのごみのごみのごみの割合は割合は割合は割合は 14141414％となっている。また、減量％となっている。また、減量％となっている。また、減量％となっている。また、減量

化対策については、有料化にあわせパンフ等化対策については、有料化にあわせパンフ等化対策については、有料化にあわせパンフ等化対策については、有料化にあわせパンフ等

の作成は予定していないが、の作成は予定していないが、の作成は予定していないが、の作成は予定していないが、ごみごみごみごみ分別辞典や分別辞典や分別辞典や分別辞典や

地区別収集カレンダー地区別収集カレンダー地区別収集カレンダー地区別収集カレンダーの作成に取り組んでいの作成に取り組んでいの作成に取り組んでいの作成に取り組んでい

きたいとの答弁。きたいとの答弁。きたいとの答弁。きたいとの答弁。    

    次に、減免額については全体収入のうち、次に、減免額については全体収入のうち、次に、減免額については全体収入のうち、次に、減免額については全体収入のうち、

どの程度かとの質疑に対し、現在提案していどの程度かとの質疑に対し、現在提案していどの程度かとの質疑に対し、現在提案していどの程度かとの質疑に対し、現在提案してい

る３歳未満の乳幼児は、本年５月末現在でる３歳未満の乳幼児は、本年５月末現在でる３歳未満の乳幼児は、本年５月末現在でる３歳未満の乳幼児は、本年５月末現在で

414141417777 名が対象で、名が対象で、名が対象で、名が対象で、160160160160 万円が減免額となる。万円が減免額となる。万円が減免額となる。万円が減免額となる。    

    次に、地域ＩＣＴ利活用モデル構築事業に次に、地域ＩＣＴ利活用モデル構築事業に次に、地域ＩＣＴ利活用モデル構築事業に次に、地域ＩＣＴ利活用モデル構築事業に

ついて、事務事業評価による事前評価の内容ついて、事務事業評価による事前評価の内容ついて、事務事業評価による事前評価の内容ついて、事務事業評価による事前評価の内容

についてとの質疑に対し、目的は美唄市のについてとの質疑に対し、目的は美唄市のについてとの質疑に対し、目的は美唄市のについてとの質疑に対し、目的は美唄市の

様々な様々な様々な様々な地域資源による郷土ポータルサイトか地域資源による郷土ポータルサイトか地域資源による郷土ポータルサイトか地域資源による郷土ポータルサイトか

ら美唄ファンを獲得し、農業の振興を図るこら美唄ファンを獲得し、農業の振興を図るこら美唄ファンを獲得し、農業の振興を図るこら美唄ファンを獲得し、農業の振興を図るこ

と。内容は生産者情報のデータベース化及びと。内容は生産者情報のデータベース化及びと。内容は生産者情報のデータベース化及びと。内容は生産者情報のデータベース化及び

ＰＯＳシステム、直売システムなどの開発。ＰＯＳシステム、直売システムなどの開発。ＰＯＳシステム、直売システムなどの開発。ＰＯＳシステム、直売システムなどの開発。
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農産物や特産物の情報を提供するポ農産物や特産物の情報を提供するポ農産物や特産物の情報を提供するポ農産物や特産物の情報を提供するポータルサータルサータルサータルサ

イトの構築であるとの答弁。イトの構築であるとの答弁。イトの構築であるとの答弁。イトの構築であるとの答弁。    

    次に、全国全道の取り組み状況についてと次に、全国全道の取り組み状況についてと次に、全国全道の取り組み状況についてと次に、全国全道の取り組み状況についてと

の質疑に対し、総務省での質疑に対し、総務省での質疑に対し、総務省での質疑に対し、総務省で 18181818 億円の予算措置が億円の予算措置が億円の予算措置が億円の予算措置が

された。全国でされた。全国でされた。全国でされた。全国で 68686868 件のうち件のうち件のうち件のうち 22229999 件の提案件の提案件の提案件の提案が採が採が採が採

択され、北海道では３件の提案があり、美唄択され、北海道では３件の提案があり、美唄択され、北海道では３件の提案があり、美唄択され、北海道では３件の提案があり、美唄

市のみが採択されたとの答弁。市のみが採択されたとの答弁。市のみが採択されたとの答弁。市のみが採択されたとの答弁。    

    次に、単年度の事業なのかとの質疑に対し、次に、単年度の事業なのかとの質疑に対し、次に、単年度の事業なのかとの質疑に対し、次に、単年度の事業なのかとの質疑に対し、

単年度事業であるが、総務省単年度事業であるが、総務省単年度事業であるが、総務省単年度事業であるが、総務省にはにはにはにはおおむねおおむねおおむねおおむね３３３３

年の計画として提案しているとの答弁。年の計画として提案しているとの答弁。年の計画として提案しているとの答弁。年の計画として提案しているとの答弁。    

    次に、次に、次に、次に、事務事業事前評価における人件費の事務事業事前評価における人件費の事務事業事前評価における人件費の事務事業事前評価における人件費の

試算試算試算試算内容についてとの質疑に対し、事前評価内容についてとの質疑に対し、事前評価内容についてとの質疑に対し、事前評価内容についてとの質疑に対し、事前評価

では職員の平均単価を指標としてでは職員の平均単価を指標としてでは職員の平均単価を指標としてでは職員の平均単価を指標として 0.30.30.30.3 人人人人工工工工でででで

計算しているとの答弁。計算しているとの答弁。計算しているとの答弁。計算しているとの答弁。    

    次に、広告収入次に、広告収入次に、広告収入次に、広告収入はどのような形で出すのかはどのような形で出すのかはどのような形で出すのかはどのような形で出すのか

との質疑に対し、ポータルサイトのバナー広との質疑に対し、ポータルサイトのバナー広との質疑に対し、ポータルサイトのバナー広との質疑に対し、ポータルサイトのバナー広

告で、市のホームページの例では１件当たり告で、市のホームページの例では１件当たり告で、市のホームページの例では１件当たり告で、市のホームページの例では１件当たり

月額１万円となっているとの答弁。月額１万円となっているとの答弁。月額１万円となっているとの答弁。月額１万円となっているとの答弁。    

    次に、予算の大部分は委託費となっている次に、予算の大部分は委託費となっている次に、予算の大部分は委託費となっている次に、予算の大部分は委託費となっている

が、委託内容や委託先はとの質疑に対し、委が、委託内容や委託先はとの質疑に対し、委が、委託内容や委託先はとの質疑に対し、委が、委託内容や委託先はとの質疑に対し、委

託内容は基本設計、システム構築、協議会の託内容は基本設計、システム構築、協議会の託内容は基本設計、システム構築、協議会の託内容は基本設計、システム構築、協議会の

運営経費を予定している。委託先は地域限定運営経費を予定している。委託先は地域限定運営経費を予定している。委託先は地域限定運営経費を予定している。委託先は地域限定

型の入札を予定しているとの答弁。型の入札を予定しているとの答弁。型の入札を予定しているとの答弁。型の入札を予定しているとの答弁。    

    次に、市民や農業者のプランを十分に把握次に、市民や農業者のプランを十分に把握次に、市民や農業者のプランを十分に把握次に、市民や農業者のプランを十分に把握

してシステムづくりを行う必要があると思うしてシステムづくりを行う必要があると思うしてシステムづくりを行う必要があると思うしてシステムづくりを行う必要があると思う

がとの質疑に対し、市内のがとの質疑に対し、市内のがとの質疑に対し、市内のがとの質疑に対し、市内の 14141414 団体や北海道、団体や北海道、団体や北海道、団体や北海道、

空知支庁などで構成する協議会を設立する予空知支庁などで構成する協議会を設立する予空知支庁などで構成する協議会を設立する予空知支庁などで構成する協議会を設立する予

定であり、協議会の定であり、協議会の定であり、協議会の定であり、協議会の意見を取り入れながらシ意見を取り入れながらシ意見を取り入れながらシ意見を取り入れながらシ

ステム設計を行っていきたいとの答弁。ステム設計を行っていきたいとの答弁。ステム設計を行っていきたいとの答弁。ステム設計を行っていきたいとの答弁。    

    事業の継続性やブランド化への取り組みに事業の継続性やブランド化への取り組みに事業の継続性やブランド化への取り組みに事業の継続性やブランド化への取り組みに

ついてとの質疑に対し、交流を通じて美唄フついてとの質疑に対し、交流を通じて美唄フついてとの質疑に対し、交流を通じて美唄フついてとの質疑に対し、交流を通じて美唄フ

ァンを獲得し、食をテーマとした取り組みをァンを獲得し、食をテーマとした取り組みをァンを獲得し、食をテーマとした取り組みをァンを獲得し、食をテーマとした取り組みを

行いたい。３年間の継続事業として採択され行いたい。３年間の継続事業として採択され行いたい。３年間の継続事業として採択され行いたい。３年間の継続事業として採択され

るよう努力し、協議会などを活用しながらるよう努力し、協議会などを活用しながらるよう努力し、協議会などを活用しながらるよう努力し、協議会などを活用しながらアアアア

スパラやおぼろづきスパラやおぼろづきスパラやおぼろづきスパラやおぼろづき、、、、米粉などのブランド化米粉などのブランド化米粉などのブランド化米粉などのブランド化

を推進していきたいとの答弁。を推進していきたいとの答弁。を推進していきたいとの答弁。を推進していきたいとの答弁。    

    次に、農地・水・環境保全向上対策次に、農地・水・環境保全向上対策次に、農地・水・環境保全向上対策次に、農地・水・環境保全向上対策事業事業事業事業にににに

ついて、まちづくりプラン後期基本計画におついて、まちづくりプラン後期基本計画におついて、まちづくりプラン後期基本計画におついて、まちづくりプラン後期基本計画にお

ける事務事業ける事務事業ける事務事業ける事務事業へへへへの登載の有無、事業実施時期、の登載の有無、事業実施時期、の登載の有無、事業実施時期、の登載の有無、事業実施時期、

財源確保の問題、スクラップアンドビルドの財源確保の問題、スクラップアンドビルドの財源確保の問題、スクラップアンドビルドの財源確保の問題、スクラップアンドビルドの

必要性、非農業者の参必要性、非農業者の参必要性、非農業者の参必要性、非農業者の参画、特に画、特に画、特に画、特に雇用雇用雇用雇用の視点での視点での視点での視点で

取り組み、品目横断的経営安定対策とのかか取り組み、品目横断的経営安定対策とのかか取り組み、品目横断的経営安定対策とのかか取り組み、品目横断的経営安定対策とのかか

わり等についてとの質疑に対し、新規事業でわり等についてとの質疑に対し、新規事業でわり等についてとの質疑に対し、新規事業でわり等についてとの質疑に対し、新規事業で

あり、あり、あり、あり、登登登登載されていないため事前評価を実施載されていないため事前評価を実施載されていないため事前評価を実施載されていないため事前評価を実施

し、し、し、し、登登登登載する。国の実施要綱で平成載する。国の実施要綱で平成載する。国の実施要綱で平成載する。国の実施要綱で平成 19191919 年度か年度か年度か年度か

ら平成ら平成ら平成ら平成 23232323 年度の５カ年とされており、高齢化年度の５カ年とされており、高齢化年度の５カ年とされており、高齢化年度の５カ年とされており、高齢化

や混住化が進んでいることから、資源を守っや混住化が進んでいることから、資源を守っや混住化が進んでいることから、資源を守っや混住化が進んでいることから、資源を守っ

ていくために同期間は実施する。市の負担４ていくために同期間は実施する。市の負担４ていくために同期間は実施する。市の負担４ていくために同期間は実施する。市の負担４

分の１は重分の１は重分の１は重分の１は重荷荷荷荷なことからなことからなことからなことから、、、、地方財源措置を全地方財源措置を全地方財源措置を全地方財源措置を全

道でお願いしたが、市負担額は交付税を除く道でお願いしたが、市負担額は交付税を除く道でお願いしたが、市負担額は交付税を除く道でお願いしたが、市負担額は交付税を除く

15151515％負担の結果となった。この対策は品目横％負担の結果となった。この対策は品目横％負担の結果となった。この対策は品目横％負担の結果となった。この対策は品目横

断的経営安定対策と車の両輪とされる対策で断的経営安定対策と車の両輪とされる対策で断的経営安定対策と車の両輪とされる対策で断的経営安定対策と車の両輪とされる対策で

あり、厳しい財政状況にあるが、農地・水・あり、厳しい財政状況にあるが、農地・水・あり、厳しい財政状況にあるが、農地・水・あり、厳しい財政状況にあるが、農地・水・

環境を環境を環境を環境を守るため実施する。スクラップアンド守るため実施する。スクラップアンド守るため実施する。スクラップアンド守るため実施する。スクラップアンド

ビルドについては、事務事業評価をもとに、ビルドについては、事務事業評価をもとに、ビルドについては、事務事業評価をもとに、ビルドについては、事務事業評価をもとに、

現在自立プラン、まちづくりプランの見直し現在自立プラン、まちづくりプランの見直し現在自立プラン、まちづくりプランの見直し現在自立プラン、まちづくりプランの見直し

を行っているところであり、を行っているところであり、を行っているところであり、を行っているところであり、20202020 年度の予算に年度の予算に年度の予算に年度の予算に

反映するよう努める。農地・水・環境保全向反映するよう努める。農地・水・環境保全向反映するよう努める。農地・水・環境保全向反映するよう努める。農地・水・環境保全向

上対策事業連絡協議会などを通じて、農業者上対策事業連絡協議会などを通じて、農業者上対策事業連絡協議会などを通じて、農業者上対策事業連絡協議会などを通じて、農業者

以外の参画を指導してきたが、今後雇用の以外の参画を指導してきたが、今後雇用の以外の参画を指導してきたが、今後雇用の以外の参画を指導してきたが、今後雇用の視視視視

点点点点も含め指導し、市民理解を得られるよう努も含め指導し、市民理解を得られるよう努も含め指導し、市民理解を得られるよう努も含め指導し、市民理解を得られるよう努

めるとの答弁。めるとの答弁。めるとの答弁。めるとの答弁。    

    次に、緑資源機構次に、緑資源機構次に、緑資源機構次に、緑資源機構分収分収分収分収造林受託事業につい造林受託事業につい造林受託事業につい造林受託事業につい

て、て、て、て、分収分収分収分収造林の概要、緑資源機構とのこれま造林の概要、緑資源機構とのこれま造林の概要、緑資源機構とのこれま造林の概要、緑資源機構とのこれま

での経過、一の沢での経過、一の沢での経過、一の沢での経過、一の沢市市市市有林の造林目的などにつ有林の造林目的などにつ有林の造林目的などにつ有林の造林目的などにつ

いてとの質疑に対し、いてとの質疑に対し、いてとの質疑に対し、いてとの質疑に対し、市と緑資源機構と市と緑資源機構と市と緑資源機構と市と緑資源機構と分収分収分収分収

造林契約を締結し、市造林契約を締結し、市造林契約を締結し、市造林契約を締結し、市は土地をは土地をは土地をは土地を提供提供提供提供して造林して造林して造林して造林

を実行、機構は造林費を負担し最終的には市を実行、機構は造林費を負担し最終的には市を実行、機構は造林費を負担し最終的には市を実行、機構は造林費を負担し最終的には市
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が６割、機構が４割で収益を分収する。緑資が６割、機構が４割で収益を分収する。緑資が６割、機構が４割で収益を分収する。緑資が６割、機構が４割で収益を分収する。緑資

源機構の前身は森林開発公団で、市は昭和源機構の前身は森林開発公団で、市は昭和源機構の前身は森林開発公団で、市は昭和源機構の前身は森林開発公団で、市は昭和 38383838

年から公団と契約を締結し、その後緑資源公年から公団と契約を締結し、その後緑資源公年から公団と契約を締結し、その後緑資源公年から公団と契約を締結し、その後緑資源公

団に変更。平成団に変更。平成団に変更。平成団に変更。平成 15151515 年に現在の独立行政法人緑年に現在の独立行政法人緑年に現在の独立行政法人緑年に現在の独立行政法人緑

資源機構となる。一の沢資源機構となる。一の沢資源機構となる。一の沢資源機構となる。一の沢市市市市有林は南美唄町に有林は南美唄町に有林は南美唄町に有林は南美唄町に

あり、炭鉱閉山による雇用確保、市有林の安あり、炭鉱閉山による雇用確保、市有林の安あり、炭鉱閉山による雇用確保、市有林の安あり、炭鉱閉山による雇用確保、市有林の安

定し定し定し定したたたた管理を行うために、この事業に取り組管理を行うために、この事業に取り組管理を行うために、この事業に取り組管理を行うために、この事業に取り組

み、水源み、水源み、水源み、水源涵養涵養涵養涵養保安林保安林保安林保安林に指定されており、市民に指定されており、市民に指定されており、市民に指定されており、市民

生活の水資源の確保、国土保全等に寄与して生活の水資源の確保、国土保全等に寄与して生活の水資源の確保、国土保全等に寄与して生活の水資源の確保、国土保全等に寄与して

いるとの答弁がありました。いるとの答弁がありました。いるとの答弁がありました。いるとの答弁がありました。    

    次に、議案第次に、議案第次に、議案第次に、議案第 45454545 号平成号平成号平成号平成 19191919 年度美唄市国民年度美唄市国民年度美唄市国民年度美唄市国民

保健会計補正予算（保健会計補正予算（保健会計補正予算（保健会計補正予算（第１号）に対する質疑は第１号）に対する質疑は第１号）に対する質疑は第１号）に対する質疑は

ありませんでした。ありませんでした。ありませんでした。ありませんでした。    

    結果といたしまして、議案第結果といたしまして、議案第結果といたしまして、議案第結果といたしまして、議案第 44444444 号について号について号について号について

は異議がありましたので、起立採決の結果は異議がありましたので、起立採決の結果は異議がありましたので、起立採決の結果は異議がありましたので、起立採決の結果、、、、

原案原案原案原案どおどおどおどおり可決すべきものと決定いたしましり可決すべきものと決定いたしましり可決すべきものと決定いたしましり可決すべきものと決定いたしまし

た。た。た。た。    

    次に、議案第次に、議案第次に、議案第次に、議案第 45454545 号については、原案のとお号については、原案のとお号については、原案のとお号については、原案のとお

り可決すべきものと決定をいたしました。り可決すべきものと決定をいたしました。り可決すべきものと決定をいたしました。り可決すべきものと決定をいたしました。    

    本委員会の決定どおり、ご承認いただきま本委員会の決定どおり、ご承認いただきま本委員会の決定どおり、ご承認いただきま本委員会の決定どおり、ご承認いただきま

すようお願いを申し上げ報告を終わります。すようお願いを申し上げ報告を終わります。すようお願いを申し上げ報告を終わります。すようお願いを申し上げ報告を終わります。    

●議長林●議長林●議長林●議長林    国夫君国夫君国夫君国夫君    これより議案第これより議案第これより議案第これより議案第 37373737 号な号な号な号な

いし議案第いし議案第いし議案第いし議案第 39393939 号の以上３件について一括質号の以上３件について一括質号の以上３件について一括質号の以上３件について一括質

疑を行います。疑を行います。疑を行います。疑を行います。    

［［［［「なし」と呼ぶ者あり］「なし」と呼ぶ者あり］「なし」と呼ぶ者あり］「なし」と呼ぶ者あり］    

    これをもって一括質疑を終結いたします。これをもって一括質疑を終結いたします。これをもって一括質疑を終結いたします。これをもって一括質疑を終結いたします。    

    これより一括これより一括これより一括これより一括討論を行います。討論を行います。討論を行います。討論を行います。    

［［［［「なし」と呼ぶ者あり］「なし」と呼ぶ者あり］「なし」と呼ぶ者あり］「なし」と呼ぶ者あり］    

    これをもって一括討論を終結いたします。これをもって一括討論を終結いたします。これをもって一括討論を終結いたします。これをもって一括討論を終結いたします。    

    これより一括採決いたします。これより一括採決いたします。これより一括採決いたします。これより一括採決いたします。    

    本件は、委員長報告のとおり決することに本件は、委員長報告のとおり決することに本件は、委員長報告のとおり決することに本件は、委員長報告のとおり決することに

ご異議ありませんか。ご異議ありませんか。ご異議ありませんか。ご異議ありませんか。    

［［［［「「「「異議異議異議異議なし」と呼ぶ者あり］なし」と呼ぶ者あり］なし」と呼ぶ者あり］なし」と呼ぶ者あり］    

    ご異議なしと認めます。ご異議なしと認めます。ご異議なしと認めます。ご異議なしと認めます。    

    よって、よって、よって、よって、議案第議案第議案第議案第 37373737 号美唄市住民基本台帳ネ号美唄市住民基本台帳ネ号美唄市住民基本台帳ネ号美唄市住民基本台帳ネ

ットワークシステムに係る個人情報の保護にットワークシステムに係る個人情報の保護にットワークシステムに係る個人情報の保護にットワークシステムに係る個人情報の保護に

関する条例制定の件関する条例制定の件関する条例制定の件関する条例制定の件ないしないしないしないし第第第第 39393939 号美唄市消号美唄市消号美唄市消号美唄市消

防団員等公務災害補償条例の一部改正の件防団員等公務災害補償条例の一部改正の件防団員等公務災害補償条例の一部改正の件防団員等公務災害補償条例の一部改正の件のののの

以上３件は、委員長報告のとおり決定されま以上３件は、委員長報告のとおり決定されま以上３件は、委員長報告のとおり決定されま以上３件は、委員長報告のとおり決定されま

した。した。した。した。    

    これより議案第これより議案第これより議案第これより議案第 40404040 号について質疑を行い号について質疑を行い号について質疑を行い号について質疑を行い

ます。ます。ます。ます。    

［［［［「なし」と呼ぶ者「なし」と呼ぶ者「なし」と呼ぶ者「なし」と呼ぶ者あり］あり］あり］あり］    

    これをもって質疑を終結いたします。これをもって質疑を終結いたします。これをもって質疑を終結いたします。これをもって質疑を終結いたします。    

    これより討論を行います。これより討論を行います。これより討論を行います。これより討論を行います。    

［［［［「なし」と呼ぶ者あり］「なし」と呼ぶ者あり］「なし」と呼ぶ者あり］「なし」と呼ぶ者あり］    

    これをもって討論を終結いたします。これをもって討論を終結いたします。これをもって討論を終結いたします。これをもって討論を終結いたします。    

    これより採決いたします。これより採決いたします。これより採決いたします。これより採決いたします。    

    本件は、委員長報告のとおり決することに本件は、委員長報告のとおり決することに本件は、委員長報告のとおり決することに本件は、委員長報告のとおり決することに

ご異議ありませんか。ご異議ありませんか。ご異議ありませんか。ご異議ありませんか。    

［［［［「「「「異議異議異議異議なし」と呼ぶ者あり］なし」と呼ぶ者あり］なし」と呼ぶ者あり］なし」と呼ぶ者あり］    

    ご異議なしと認めます。ご異議なしと認めます。ご異議なしと認めます。ご異議なしと認めます。    

    よってよってよってよって、議案第、議案第、議案第、議案第 40404040 号美唄市医療費助成条例号美唄市医療費助成条例号美唄市医療費助成条例号美唄市医療費助成条例

の一部改正の件の一部改正の件の一部改正の件の一部改正の件は、委員長報告のとおり決定は、委員長報告のとおり決定は、委員長報告のとおり決定は、委員長報告のとおり決定

されました。されました。されました。されました。    

    次に次に次に次に議案第議案第議案第議案第 41414141 号について質疑を行います。号について質疑を行います。号について質疑を行います。号について質疑を行います。    

［［［［「なし」と呼ぶ者あり］「なし」と呼ぶ者あり］「なし」と呼ぶ者あり］「なし」と呼ぶ者あり］    

    これをもって質疑を終結いたします。これをもって質疑を終結いたします。これをもって質疑を終結いたします。これをもって質疑を終結いたします。    

    これより討論を行いますこれより討論を行いますこれより討論を行いますこれより討論を行います。。。。    

    １番吉岡文子議員。１番吉岡文子議員。１番吉岡文子議員。１番吉岡文子議員。    

●１番吉岡文子議員（登壇）●１番吉岡文子議員（登壇）●１番吉岡文子議員（登壇）●１番吉岡文子議員（登壇）    ただいま議題ただいま議題ただいま議題ただいま議題

となりました、議案第となりました、議案第となりました、議案第となりました、議案第 41414141 号号号号美唄市廃棄物の処美唄市廃棄物の処美唄市廃棄物の処美唄市廃棄物の処

理及び清掃に関する条例の一部改正の件理及び清掃に関する条例の一部改正の件理及び清掃に関する条例の一部改正の件理及び清掃に関する条例の一部改正の件につにつにつにつ

いて、日本共産党議員団を代表し討論に参加いて、日本共産党議員団を代表し討論に参加いて、日本共産党議員団を代表し討論に参加いて、日本共産党議員団を代表し討論に参加

いたします。いたします。いたします。いたします。    

    初めに私の立場を申し上げますが、原案に初めに私の立場を申し上げますが、原案に初めに私の立場を申し上げますが、原案に初めに私の立場を申し上げますが、原案に

反対です。反対です。反対です。反対です。    

    以下、その理由と若干の意見を申し上げま以下、その理由と若干の意見を申し上げま以下、その理由と若干の意見を申し上げま以下、その理由と若干の意見を申し上げま
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す。す。す。す。    

    今回の改正の主なものは、今回の改正の主なものは、今回の改正の主なものは、今回の改正の主なものは、ごみのごみのごみのごみの減量化を減量化を減量化を減量化を

進めるために家庭ごみを有料化するという点進めるために家庭ごみを有料化するという点進めるために家庭ごみを有料化するという点進めるために家庭ごみを有料化するという点

ですが、全国的にですが、全国的にですが、全国的にですが、全国的にみみみみても有料化が減量につなても有料化が減量につなても有料化が減量につなても有料化が減量につな

がったというはっきりと断言できる前例は見がったというはっきりと断言できる前例は見がったというはっきりと断言できる前例は見がったというはっきりと断言できる前例は見

当たりません。有料化を前に駆け込みで排出当たりません。有料化を前に駆け込みで排出当たりません。有料化を前に駆け込みで排出当たりません。有料化を前に駆け込みで排出

さささされるので、れるので、れるので、れるので、有料化も数年は有料化も数年は有料化も数年は有料化も数年は確かに確かに確かに確かに減量とな減量とな減量とな減量とな

りますが、その後においてはお金を出せば幾りますが、その後においてはお金を出せば幾りますが、その後においてはお金を出せば幾りますが、その後においてはお金を出せば幾

らでもらでもらでもらでもごみをごみをごみをごみを出してもいいという意識が生ま出してもいいという意識が生ま出してもいいという意識が生ま出してもいいという意識が生ま

れ、れ、れ、れ、ごみをごみをごみをごみを出すことに鈍感になり、出すことに鈍感になり、出すことに鈍感になり、出すことに鈍感になり、減量減量減量減量とはとはとはとは

程遠い状況を生み出しています。程遠い状況を生み出しています。程遠い状況を生み出しています。程遠い状況を生み出しています。    

    本市においては１世帯年間本市においては１世帯年間本市においては１世帯年間本市においては１世帯年間 8,0008,0008,0008,000 円の負担円の負担円の負担円の負担

ということですが、現在の分別方法の見直しということですが、現在の分別方法の見直しということですが、現在の分別方法の見直しということですが、現在の分別方法の見直し

もなされず、減量に関する市民合意もつくらもなされず、減量に関する市民合意もつくらもなされず、減量に関する市民合意もつくらもなされず、減量に関する市民合意もつくら

れていない中では、本当に実効性れていない中では、本当に実効性れていない中では、本当に実効性れていない中では、本当に実効性のあるのあるのあるのある減量減量減量減量

が図られないまま負担だけ市民に押し付けらが図られないまま負担だけ市民に押し付けらが図られないまま負担だけ市民に押し付けらが図られないまま負担だけ市民に押し付けら

れることになります。減免についても３歳未れることになります。減免についても３歳未れることになります。減免についても３歳未れることになります。減免についても３歳未

満満満満児の児の児の児のいる家庭には減免措置が設けられたもいる家庭には減免措置が設けられたもいる家庭には減免措置が設けられたもいる家庭には減免措置が設けられたも

のの、ぎりぎりの生活状況にある生活保護世のの、ぎりぎりの生活状況にある生活保護世のの、ぎりぎりの生活状況にある生活保護世のの、ぎりぎりの生活状況にある生活保護世

帯や在宅帯や在宅帯や在宅帯や在宅区介護をしている世帯には減免措置区介護をしている世帯には減免措置区介護をしている世帯には減免措置区介護をしている世帯には減免措置

がありません。がありません。がありません。がありません。    

    財政の健全化、第２の夕張とならないため財政の健全化、第２の夕張とならないため財政の健全化、第２の夕張とならないため財政の健全化、第２の夕張とならないため

にとの理由で、住民に負担を押し付ける今回にとの理由で、住民に負担を押し付ける今回にとの理由で、住民に負担を押し付ける今回にとの理由で、住民に負担を押し付ける今回

の有料化は決して許されるものではありませの有料化は決して許されるものではありませの有料化は決して許されるものではありませの有料化は決して許されるものではありませ

ん。ん。ん。ん。    

    よってよってよってよって、、、、議案第議案第議案第議案第 41414141 号号号号美唄市廃棄物の処理及美唄市廃棄物の処理及美唄市廃棄物の処理及美唄市廃棄物の処理及

び清掃に関する条例の一部改正の件び清掃に関する条例の一部改正の件び清掃に関する条例の一部改正の件び清掃に関する条例の一部改正の件についてについてについてについて

反対し、私の討論を終わります。反対し、私の討論を終わります。反対し、私の討論を終わります。反対し、私の討論を終わります。    

●議長林●議長林●議長林●議長林    国夫君国夫君国夫君国夫君    これをもって討論を終結これをもって討論を終結これをもって討論を終結これをもって討論を終結

いたします。いたします。いたします。いたします。    

    これより採決いたします。これより採決いたします。これより採決いたします。これより採決いたします。    

    ご異議がありますので、起立により採決いご異議がありますので、起立により採決いご異議がありますので、起立により採決いご異議がありますので、起立により採決い

たします。たします。たします。たします。    

    本件に対する委員長報告は原案可決であり本件に対する委員長報告は原案可決であり本件に対する委員長報告は原案可決であり本件に対する委員長報告は原案可決であり

ます。ます。ます。ます。    

    本件は、委員長報告のとおり決することに本件は、委員長報告のとおり決することに本件は、委員長報告のとおり決することに本件は、委員長報告のとおり決することに

賛賛賛賛成の議員の起立を求めます。成の議員の起立を求めます。成の議員の起立を求めます。成の議員の起立を求めます。    

（賛成者起立）（賛成者起立）（賛成者起立）（賛成者起立）    

    起立多数であります。起立多数であります。起立多数であります。起立多数であります。    

    よって、よって、よって、よって、報告第報告第報告第報告第 41414141 号号号号美唄市廃棄物の処理及美唄市廃棄物の処理及美唄市廃棄物の処理及美唄市廃棄物の処理及

び清掃に関する条例の一部改正の件び清掃に関する条例の一部改正の件び清掃に関する条例の一部改正の件び清掃に関する条例の一部改正の件は、委員は、委員は、委員は、委員

長報告のとおり決定されました。長報告のとおり決定されました。長報告のとおり決定されました。長報告のとおり決定されました。    

    次に、議案第次に、議案第次に、議案第次に、議案第 42424242 号及び議案第号及び議案第号及び議案第号及び議案第 43434343 号の以上号の以上号の以上号の以上

２件について、一括質疑を行います。２件について、一括質疑を行います。２件について、一括質疑を行います。２件について、一括質疑を行います。    

［［［［「なし」と呼ぶ者あり］「なし」と呼ぶ者あり］「なし」と呼ぶ者あり］「なし」と呼ぶ者あり］    

    これをもって一括質疑を終結いたします。これをもって一括質疑を終結いたします。これをもって一括質疑を終結いたします。これをもって一括質疑を終結いたします。    

    これより一括討論を行います。これより一括討論を行います。これより一括討論を行います。これより一括討論を行います。    

［［［［「なし」と呼ぶ者あり］「なし」と呼ぶ者あり］「なし」と呼ぶ者あり］「なし」と呼ぶ者あり］    

    これをもって一括討論を終結いたします。これをもって一括討論を終結いたします。これをもって一括討論を終結いたします。これをもって一括討論を終結いたします。    

    これより一括採決いたします。これより一括採決いたします。これより一括採決いたします。これより一括採決いたします。    

    本件は、委員長報告のとおり決することに本件は、委員長報告のとおり決することに本件は、委員長報告のとおり決することに本件は、委員長報告のとおり決することに

ご異議ありまご異議ありまご異議ありまご異議ありませんか。せんか。せんか。せんか。    

［［［［「「「「異議異議異議異議なし」と呼ぶ者あり］なし」と呼ぶ者あり］なし」と呼ぶ者あり］なし」と呼ぶ者あり］    

    ご異議なしと認めます。ご異議なしと認めます。ご異議なしと認めます。ご異議なしと認めます。    

    よって、よって、よって、よって、議案第議案第議案第議案第 42424242 号美唄市予防接種健康被号美唄市予防接種健康被号美唄市予防接種健康被号美唄市予防接種健康被

害調査委員会条例及び美唄市保健センター設害調査委員会条例及び美唄市保健センター設害調査委員会条例及び美唄市保健センター設害調査委員会条例及び美唄市保健センター設

置条例の一部改正の件置条例の一部改正の件置条例の一部改正の件置条例の一部改正の件およびおよびおよびおよび議案第議案第議案第議案第 43434343 号美号美号美号美

唄市町の名称及び区域変更の件唄市町の名称及び区域変更の件唄市町の名称及び区域変更の件唄市町の名称及び区域変更の件の以上２件にの以上２件にの以上２件にの以上２件に

ついては、委員長報告のとおり決定されましついては、委員長報告のとおり決定されましついては、委員長報告のとおり決定されましついては、委員長報告のとおり決定されまし

た。た。た。た。    

    これより議案第これより議案第これより議案第これより議案第 44444444 号について質疑を行い号について質疑を行い号について質疑を行い号について質疑を行い

ます。ます。ます。ます。    

［［［［「なし」と呼ぶ者あり］「なし」と呼ぶ者あり］「なし」と呼ぶ者あり］「なし」と呼ぶ者あり］    

    これをもって質疑を終結いたします。これをもって質疑を終結いたします。これをもって質疑を終結いたします。これをもって質疑を終結いたします。    

    これより討論を行います。これより討論を行います。これより討論を行います。これより討論を行います。    

    １番吉岡文子議員。１番吉岡文子議員。１番吉岡文子議員。１番吉岡文子議員。    

●１番吉岡文子議員（登壇）●１番吉岡文子議員（登壇）●１番吉岡文子議員（登壇）●１番吉岡文子議員（登壇）    ただいまただいまただいまただいま議題議題議題議題

となりました、議案第となりました、議案第となりました、議案第となりました、議案第 44444444 号平成号平成号平成号平成 19191919 年年年年度美唄度美唄度美唄度美唄
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市一般会計補正予算（第１号）について、討市一般会計補正予算（第１号）について、討市一般会計補正予算（第１号）について、討市一般会計補正予算（第１号）について、討

論に参加いたします。論に参加いたします。論に参加いたします。論に参加いたします。    

    初めに、私の立場を申し上げますが、原案初めに、私の立場を申し上げますが、原案初めに、私の立場を申し上げますが、原案初めに、私の立場を申し上げますが、原案

に反対です。に反対です。に反対です。に反対です。    

    美唄市一般会計補正予算（第１号）には、美唄市一般会計補正予算（第１号）には、美唄市一般会計補正予算（第１号）には、美唄市一般会計補正予算（第１号）には、

先ほど議題となりました議案第先ほど議題となりました議案第先ほど議題となりました議案第先ほど議題となりました議案第 41414141 号号号号美唄市美唄市美唄市美唄市

廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改

正の件正の件正の件正の件についての予算がかかわっております。についての予算がかかわっております。についての予算がかかわっております。についての予算がかかわっております。

補正予算のうち議案第補正予算のうち議案第補正予算のうち議案第補正予算のうち議案第 41414141 号にかかわるもの号にかかわるもの号にかかわるもの号にかかわるもの

以外には賛成の立場ですが、議案第以外には賛成の立場ですが、議案第以外には賛成の立場ですが、議案第以外には賛成の立場ですが、議案第 41414141 号に反号に反号に反号に反

対ですので、それに関連する補正予算にも反対ですので、それに関連する補正予算にも反対ですので、それに関連する補正予算にも反対ですので、それに関連する補正予算にも反

対いたします。対いたします。対いたします。対いたします。    

    なお、理由につきましては議案第なお、理由につきましては議案第なお、理由につきましては議案第なお、理由につきましては議案第 41414141 号の際号の際号の際号の際

に申し上げましたものと重複いたしますのでに申し上げましたものと重複いたしますのでに申し上げましたものと重複いたしますのでに申し上げましたものと重複いたしますので

省略いた省略いた省略いた省略いたします。します。します。します。    

    以上、討論を終わります。以上、討論を終わります。以上、討論を終わります。以上、討論を終わります。    

●議長林●議長林●議長林●議長林    国夫君国夫君国夫君国夫君    これをもって討論を終結これをもって討論を終結これをもって討論を終結これをもって討論を終結

いたします。いたします。いたします。いたします。    

    これより採決いたします。これより採決いたします。これより採決いたします。これより採決いたします。    

    ご異議がありますので、起立により採決いご異議がありますので、起立により採決いご異議がありますので、起立により採決いご異議がありますので、起立により採決い

たします。たします。たします。たします。    

    本件に対する委員長報告は、原案可決であ本件に対する委員長報告は、原案可決であ本件に対する委員長報告は、原案可決であ本件に対する委員長報告は、原案可決であ

ります。ります。ります。ります。    

    本件は、委員長報告のとおり決することに本件は、委員長報告のとおり決することに本件は、委員長報告のとおり決することに本件は、委員長報告のとおり決することに

賛成の議員の起立を求めます。賛成の議員の起立を求めます。賛成の議員の起立を求めます。賛成の議員の起立を求めます。    

（賛成者起立）（賛成者起立）（賛成者起立）（賛成者起立）    

    起立多数であります。起立多数であります。起立多数であります。起立多数であります。    

    よって、よって、よって、よって、議案第議案第議案第議案第 44444444 号平成号平成号平成号平成 19191919 年度美唄市一年度美唄市一年度美唄市一年度美唄市一

般会計補正予算（第１号）般会計補正予算（第１号）般会計補正予算（第１号）般会計補正予算（第１号）は委員長報告のとは委員長報告のとは委員長報告のとは委員長報告のと

おり決定されました。おり決定されました。おり決定されました。おり決定されました。    

    次に、報告第次に、報告第次に、報告第次に、報告第 45454545 号について質疑を行います。号について質疑を行います。号について質疑を行います。号について質疑を行います。    

［［［［「なし」と呼ぶ者あり］「なし」と呼ぶ者あり］「なし」と呼ぶ者あり］「なし」と呼ぶ者あり］    

    ここここれをもって質疑を終結いたします。れをもって質疑を終結いたします。れをもって質疑を終結いたします。れをもって質疑を終結いたします。    

    これより討論を行います。これより討論を行います。これより討論を行います。これより討論を行います。    

［［［［「なし」と呼ぶ者あり］「なし」と呼ぶ者あり］「なし」と呼ぶ者あり］「なし」と呼ぶ者あり］    

    これをもって討論を終結いたします。これをもって討論を終結いたします。これをもって討論を終結いたします。これをもって討論を終結いたします。    

    これより採決いたします。これより採決いたします。これより採決いたします。これより採決いたします。    

    本件は、委員長報告のとおり決することに本件は、委員長報告のとおり決することに本件は、委員長報告のとおり決することに本件は、委員長報告のとおり決することに

ご異議ありませんか。ご異議ありませんか。ご異議ありませんか。ご異議ありませんか。    

［［［［「「「「異議異議異議異議なし」と呼ぶ者あり］なし」と呼ぶ者あり］なし」と呼ぶ者あり］なし」と呼ぶ者あり］    

    ご異議なしと認めます。ご異議なしと認めます。ご異議なしと認めます。ご異議なしと認めます。    

    よって、よって、よって、よって、議案第議案第議案第議案第 45454545 号号号号平成平成平成平成 19191919 年度美唄市国年度美唄市国年度美唄市国年度美唄市国

民健康保険会計補正予算（第１号）民健康保険会計補正予算（第１号）民健康保険会計補正予算（第１号）民健康保険会計補正予算（第１号）は、委員は、委員は、委員は、委員

長報告のとおり決定されました。長報告のとおり決定されました。長報告のとおり決定されました。長報告のとおり決定されました。    

    

●議長林●議長林●議長林●議長林    国夫君国夫君国夫君国夫君    次に日程の第３次に日程の第３次に日程の第３次に日程の第３、、、、議案第議案第議案第議案第

46464646 号号号号美唄市美唄市美唄市美唄市教育委員会委員任命教育委員会委員任命教育委員会委員任命教育委員会委員任命の件の件の件の件及び及び及び及び日日日日

程の程の程の程の第第第第４４４４、、、、議案第議案第議案第議案第 47474747 号号号号美唄市美唄市美唄市美唄市固定資産評価員固定資産評価員固定資産評価員固定資産評価員

選任選任選任選任の件の件の件の件の以上２件を一括議題といたします。の以上２件を一括議題といたします。の以上２件を一括議題といたします。の以上２件を一括議題といたします。    

    本件に関し、提案理由の説明を求めます。本件に関し、提案理由の説明を求めます。本件に関し、提案理由の説明を求めます。本件に関し、提案理由の説明を求めます。    

    市長。市長。市長。市長。    

●市長桜井道夫君（登壇）●市長桜井道夫君（登壇）●市長桜井道夫君（登壇）●市長桜井道夫君（登壇）    ただいま上程さただいま上程さただいま上程さただいま上程さ

れました、各案件について提案理由をご説明れました、各案件について提案理由をご説明れました、各案件について提案理由をご説明れました、各案件について提案理由をご説明

申し上げます。申し上げます。申し上げます。申し上げます。    

    初めに、議案第初めに、議案第初めに、議案第初めに、議案第 46464646 号号号号美唄市美唄市美唄市美唄市教育委員会委員教育委員会委員教育委員会委員教育委員会委員

任命任命任命任命の件の件の件の件であります。であります。であります。であります。    

    本件は、本件は、本件は、本件は、井口恵子井口恵子井口恵子井口恵子委員が５月委員が５月委員が５月委員が５月 29292929 日に日に日に日にごごごご逝去逝去逝去逝去

され退任となったことから、本市され退任となったことから、本市され退任となったことから、本市され退任となったことから、本市教育委員会教育委員会教育委員会教育委員会

委員として新たに委員として新たに委員として新たに委員として新たに柳井美代子柳井美代子柳井美代子柳井美代子氏を任命したく、氏を任命したく、氏を任命したく、氏を任命したく、

地方教育行政の組織及び運営に関する法律の地方教育行政の組織及び運営に関する法律の地方教育行政の組織及び運営に関する法律の地方教育行政の組織及び運営に関する法律の

規定により、議会の同意を求めるものありま規定により、議会の同意を求めるものありま規定により、議会の同意を求めるものありま規定により、議会の同意を求めるものありま

す。す。す。す。    

    次は、議案第次は、議案第次は、議案第次は、議案第 47474747 号号号号美唄市美唄市美唄市美唄市固定資産評価員選固定資産評価員選固定資産評価員選固定資産評価員選

任任任任のののの件件件件であります。であります。であります。であります。    

    本件は吉田本件は吉田本件は吉田本件は吉田    譲評価委員が６月譲評価委員が６月譲評価委員が６月譲評価委員が６月 22222222 日付を日付を日付を日付を

持って退任いたしますので、本市固定資産評持って退任いたしますので、本市固定資産評持って退任いたしますので、本市固定資産評持って退任いたしますので、本市固定資産評

価委員として新たに岩本良一を選任いたした価委員として新たに岩本良一を選任いたした価委員として新たに岩本良一を選任いたした価委員として新たに岩本良一を選任いたした

く、地方税法の規定により議会の同意を求めく、地方税法の規定により議会の同意を求めく、地方税法の規定により議会の同意を求めく、地方税法の規定により議会の同意を求め
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るものであります。るものであります。るものであります。るものであります。    

    よろしくご審議をお願いいたします。よろしくご審議をお願いいたします。よろしくご審議をお願いいたします。よろしくご審議をお願いいたします。    

●議長林●議長林●議長林●議長林    国夫君国夫君国夫君国夫君    お諮りいたします。お諮りいたします。お諮りいたします。お諮りいたします。    

    ただいま提案理由の説明がありました議案ただいま提案理由の説明がありました議案ただいま提案理由の説明がありました議案ただいま提案理由の説明がありました議案

第第第第 46464646 についてはについてはについてはについては、、、、原案原案原案原案のとのとのとのとおりこれに同意すおりこれに同意すおりこれに同意すおりこれに同意す

ることにご異議ることにご異議ることにご異議ることにご異議ありありありありませんか。ませんか。ませんか。ませんか。    

［［［［「「「「異議異議異議異議なし」と呼ぶ者あり］なし」と呼ぶ者あり］なし」と呼ぶ者あり］なし」と呼ぶ者あり］    

    ご異議なしと認めます。ご異議なしと認めます。ご異議なしと認めます。ご異議なしと認めます。    

    よって、よって、よって、よって、議案第議案第議案第議案第 46464646 号美唄市教育委員会委員号美唄市教育委員会委員号美唄市教育委員会委員号美唄市教育委員会委員

任命の件任命の件任命の件任命の件は原案は原案は原案は原案のとのとのとのとおり同意するおり同意するおり同意するおり同意することに決定ことに決定ことに決定ことに決定

されました。されました。されました。されました。    

    お諮りいたします。お諮りいたします。お諮りいたします。お諮りいたします。    

    ただいま提案理由の説明のありました議案ただいま提案理由の説明のありました議案ただいま提案理由の説明のありました議案ただいま提案理由の説明のありました議案

第第第第 47474747 号号号号についてはについてはについてはについては、、、、原案どおりこれに同意す原案どおりこれに同意す原案どおりこれに同意す原案どおりこれに同意す

ることにご異議ることにご異議ることにご異議ることにご異議ありありありありませんか。ませんか。ませんか。ませんか。    

［［［［「「「「異議異議異議異議なし」と呼ぶ者あり］なし」と呼ぶ者あり］なし」と呼ぶ者あり］なし」と呼ぶ者あり］    

    ご異議なしと認めます。ご異議なしと認めます。ご異議なしと認めます。ご異議なしと認めます。    

    よって、よって、よって、よって、議案第議案第議案第議案第 47474747 号美唄市固定資産評価員号美唄市固定資産評価員号美唄市固定資産評価員号美唄市固定資産評価員

選任の件選任の件選任の件選任の件は原案どおり同意することに決定さは原案どおり同意することに決定さは原案どおり同意することに決定さは原案どおり同意することに決定さ

れました。れました。れました。れました。    

    

●議長林●議長林●議長林●議長林    国夫君国夫君国夫君国夫君    次に日程の第次に日程の第次に日程の第次に日程の第５５５５、、、、意見書意見書意見書意見書

案第７号案第７号案第７号案第７号道路整備に関する意見書道路整備に関する意見書道路整備に関する意見書道路整備に関する意見書及び日程の及び日程の及び日程の及び日程の

第６、第６、第６、第６、意見書案第８号意見書案第８号意見書案第８号意見書案第８号 2008200820082008 年度国家予算編成年度国家予算編成年度国家予算編成年度国家予算編成

における義務教育無償、義務教育費国庫負担における義務教育無償、義務教育費国庫負担における義務教育無償、義務教育費国庫負担における義務教育無償、義務教育費国庫負担

制度の堅持と負担率制度の堅持と負担率制度の堅持と負担率制度の堅持と負担率１１１１////２２２２復元等、教育復元等、教育復元等、教育復元等、教育予算の予算の予算の予算の

拡充を求める意見書拡充を求める意見書拡充を求める意見書拡充を求める意見書の以上２件を一括議題との以上２件を一括議題との以上２件を一括議題との以上２件を一括議題と

いたします。いたします。いたします。いたします。    

    本件に関し、それぞれ提案の理由を求めま本件に関し、それぞれ提案の理由を求めま本件に関し、それぞれ提案の理由を求めま本件に関し、それぞれ提案の理由を求めま

す。す。す。す。    

    まず、まず、まず、まず、意見書案第７号意見書案第７号意見書案第７号意見書案第７号について、について、について、について、９番白木９番白木９番白木９番白木

優志議員優志議員優志議員優志議員。。。。    

●●●●９番白木優志議員（登壇）９番白木優志議員（登壇）９番白木優志議員（登壇）９番白木優志議員（登壇）    ただいま議題ただいま議題ただいま議題ただいま議題

となりました、意見書案第７号につきまして、となりました、意見書案第７号につきまして、となりました、意見書案第７号につきまして、となりました、意見書案第７号につきまして、

案文を朗読し、提案理由の説明に変えさせて案文を朗読し、提案理由の説明に変えさせて案文を朗読し、提案理由の説明に変えさせて案文を朗読し、提案理由の説明に変えさせて

いただきます。いただきます。いただきます。いただきます。    

道路整備に関する意見書道路整備に関する意見書道路整備に関する意見書道路整備に関する意見書    

    道路は道民生活や経済・社会活動を支える道路は道民生活や経済・社会活動を支える道路は道民生活や経済・社会活動を支える道路は道民生活や経済・社会活動を支える

最も基礎的なインフラであり、高規格幹線道最も基礎的なインフラであり、高規格幹線道最も基礎的なインフラであり、高規格幹線道最も基礎的なインフラであり、高規格幹線道

路から道民生活に最も密着した市町村道に至路から道民生活に最も密着した市町村道に至路から道民生活に最も密着した市町村道に至路から道民生活に最も密着した市町村道に至

るまで、北海道の道路るまで、北海道の道路るまで、北海道の道路るまで、北海道の道路網網網網の整備は道民が長年の整備は道民が長年の整備は道民が長年の整備は道民が長年

にわたり熱望してきているところかにわたり熱望してきているところかにわたり熱望してきているところかにわたり熱望してきているところからも、中らも、中らも、中らも、中

長期長期長期長期的な的な的な的な視点に立って体系的かつ計画的に推視点に立って体系的かつ計画的に推視点に立って体系的かつ計画的に推視点に立って体系的かつ計画的に推

進されるべきものであります。進されるべきものであります。進されるべきものであります。進されるべきものであります。    

    しかしながら、広域分散型社会を形成し、しかしながら、広域分散型社会を形成し、しかしながら、広域分散型社会を形成し、しかしながら、広域分散型社会を形成し、

自動車交通への依存度が高い北海道の道路整自動車交通への依存度が高い北海道の道路整自動車交通への依存度が高い北海道の道路整自動車交通への依存度が高い北海道の道路整

備は全国に比べ大きく立ち遅れており、特に備は全国に比べ大きく立ち遅れており、特に備は全国に比べ大きく立ち遅れており、特に備は全国に比べ大きく立ち遅れており、特に

冬冬冬冬期期期期間の厳しい気象条件などによる交通障害間の厳しい気象条件などによる交通障害間の厳しい気象条件などによる交通障害間の厳しい気象条件などによる交通障害

などを解消し、本道における「活力あるなどを解消し、本道における「活力あるなどを解消し、本道における「活力あるなどを解消し、本道における「活力ある地域地域地域地域

づくり」や「安全で快適な生活環境づくり」、づくり」や「安全で快適な生活環境づくり」、づくり」や「安全で快適な生活環境づくり」、づくり」や「安全で快適な生活環境づくり」、

さらには、「観光のさらには、「観光のさらには、「観光のさらには、「観光のくにくにくにくにづくり」を支援する上づくり」を支援する上づくり」を支援する上づくり」を支援する上

で、より一層重要となっています。で、より一層重要となっています。で、より一層重要となっています。で、より一層重要となっています。    

    特に高規格幹線道路ネットワークの形成は、特に高規格幹線道路ネットワークの形成は、特に高規格幹線道路ネットワークの形成は、特に高規格幹線道路ネットワークの形成は、

道内の圏域間の交流・連携の強化、地域経済道内の圏域間の交流・連携の強化、地域経済道内の圏域間の交流・連携の強化、地域経済道内の圏域間の交流・連携の強化、地域経済

の活性化、高次医療サービスの確保やの活性化、高次医療サービスの確保やの活性化、高次医療サービスの確保やの活性化、高次医療サービスの確保や災害発災害発災害発災害発

生時における代替性の強化などを図る上で、生時における代替性の強化などを図る上で、生時における代替性の強化などを図る上で、生時における代替性の強化などを図る上で、

そして北海道が自主・自立を目指し、そして北海道が自主・自立を目指し、そして北海道が自主・自立を目指し、そして北海道が自主・自立を目指し、我が国我が国我が国我が国

における安定した食料における安定した食料における安定した食料における安定した食料供給供給供給供給基地・観光資源の基地・観光資源の基地・観光資源の基地・観光資源の

提供の場などとして、その役割をしっかり担提供の場などとして、その役割をしっかり担提供の場などとして、その役割をしっかり担提供の場などとして、その役割をしっかり担

っていくためのっていくためのっていくためのっていくための最最最最重要課題であります。重要課題であります。重要課題であります。重要課題であります。    

    昨年末に道路特定財源の見直しに関する具昨年末に道路特定財源の見直しに関する具昨年末に道路特定財源の見直しに関する具昨年末に道路特定財源の見直しに関する具

体策が示され、見直しの作業が進められてい体策が示され、見直しの作業が進められてい体策が示され、見直しの作業が進められてい体策が示され、見直しの作業が進められてい

るが、北海道の道路整備の実情を十分踏まえ、るが、北海道の道路整備の実情を十分踏まえ、るが、北海道の道路整備の実情を十分踏まえ、るが、北海道の道路整備の実情を十分踏まえ、

引き続き、道路整備が引き続き、道路整備が引き続き、道路整備が引き続き、道路整備が強強強強力に推進されるよう、力に推進されるよう、力に推進されるよう、力に推進されるよう、

下記の事項について特段の配慮を強く要望し下記の事項について特段の配慮を強く要望し下記の事項について特段の配慮を強く要望し下記の事項について特段の配慮を強く要望し

ます。ます。ます。ます。    

記記記記    

１．道路整備を計画的かつ着実に進めるため、１．道路整備を計画的かつ着実に進めるため、１．道路整備を計画的かつ着実に進めるため、１．道路整備を計画的かつ着実に進めるため、
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受益者負担という道路特定財源制度の趣旨受益者負担という道路特定財源制度の趣旨受益者負担という道路特定財源制度の趣旨受益者負担という道路特定財源制度の趣旨

に反することに反することに反することに反することなく、必要な財源を確保するなく、必要な財源を確保するなく、必要な財源を確保するなく、必要な財源を確保する

こと。こと。こと。こと。    

２．今後の具体的な道路整備の姿を示した中２．今後の具体的な道路整備の姿を示した中２．今後の具体的な道路整備の姿を示した中２．今後の具体的な道路整備の姿を示した中

期計画を作成するにあたっては、地域間格期計画を作成するにあたっては、地域間格期計画を作成するにあたっては、地域間格期計画を作成するにあたっては、地域間格

差への対応、安全・安心の確保、差への対応、安全・安心の確保、差への対応、安全・安心の確保、差への対応、安全・安心の確保、豊か豊か豊か豊かな生な生な生な生

活環境の創造等の観点から、道民の道路整活環境の創造等の観点から、道民の道路整活環境の創造等の観点から、道民の道路整活環境の創造等の観点から、道民の道路整

備に対するニーズを備に対するニーズを備に対するニーズを備に対するニーズを幅広く幅広く幅広く幅広くくみくみくみくみ取るととも取るととも取るととも取るととも

に、道民の期待に応えるべく、道路整備をに、道民の期待に応えるべく、道路整備をに、道民の期待に応えるべく、道路整備をに、道民の期待に応えるべく、道路整備を

計画的かつ着実に推進すること。計画的かつ着実に推進すること。計画的かつ着実に推進すること。計画的かつ着実に推進すること。    

３．高規格幹線道路ネットワークの早期形成３．高規格幹線道路ネットワークの早期形成３．高規格幹線道路ネットワークの早期形成３．高規格幹線道路ネットワークの早期形成

を図るため、現在事業中の区間については、を図るため、現在事業中の区間については、を図るため、現在事業中の区間については、を図るため、現在事業中の区間については、

効率的な整備を行うことにより一日も早く効率的な整備を行うことにより一日も早く効率的な整備を行うことにより一日も早く効率的な整備を行うことにより一日も早く

供用するとともに、抜本的供用するとともに、抜本的供用するとともに、抜本的供用するとともに、抜本的見直し見直し見直し見直し区間のう区間のう区間のう区間のう

ち「当面着工しない」とされた区間についち「当面着工しない」とされた区間についち「当面着工しない」とされた区間についち「当面着工しない」とされた区間につい

ては、早期に事業ては、早期に事業ては、早期に事業ては、早期に事業化化化化を図を図を図を図ること。ること。ること。ること。    

４．今後、高齢化する道路ストックが増大す４．今後、高齢化する道路ストックが増大す４．今後、高齢化する道路ストックが増大す４．今後、高齢化する道路ストックが増大す

ることを踏まえ、道路網の安全性及び信頼ることを踏まえ、道路網の安全性及び信頼ることを踏まえ、道路網の安全性及び信頼ることを踏まえ、道路網の安全性及び信頼

性が確保されるよう、適時適切な修繕等に性が確保されるよう、適時適切な修繕等に性が確保されるよう、適時適切な修繕等に性が確保されるよう、適時適切な修繕等に

よる効率的な道路ストック管理を行うこと。よる効率的な道路ストック管理を行うこと。よる効率的な道路ストック管理を行うこと。よる効率的な道路ストック管理を行うこと。    

    以上、地方自治法第以上、地方自治法第以上、地方自治法第以上、地方自治法第 99999999 条の規定により提出条の規定により提出条の規定により提出条の規定により提出

します。します。します。します。    

    平成平成平成平成 11119999 年年年年６６６６月月月月 22222222 日日日日    

北海道美唄市議会北海道美唄市議会北海道美唄市議会北海道美唄市議会    

    なお提出先はそれぞれ案文記載のとおりでなお提出先はそれぞれ案文記載のとおりでなお提出先はそれぞれ案文記載のとおりでなお提出先はそれぞれ案文記載のとおりで

ありますので、ありますので、ありますので、ありますので、何とぞ何とぞ何とぞ何とぞ原案のとおりご承認い原案のとおりご承認い原案のとおりご承認い原案のとおりご承認い

ただきますようお願い申し上げまして、提案ただきますようお願い申し上げまして、提案ただきますようお願い申し上げまして、提案ただきますようお願い申し上げまして、提案

理由の説明を終わらせていただきます。理由の説明を終わらせていただきます。理由の説明を終わらせていただきます。理由の説明を終わらせていただきます。    

●議長林●議長林●議長林●議長林    国夫君国夫君国夫君国夫君    次に意見書第８号につい次に意見書第８号につい次に意見書第８号につい次に意見書第８号につい

て、８番米田良克議員。て、８番米田良克議員。て、８番米田良克議員。て、８番米田良克議員。    

●８番米田良克議員（登壇）●８番米田良克議員（登壇）●８番米田良克議員（登壇）●８番米田良克議員（登壇）    ただいま議題ただいま議題ただいま議題ただいま議題

となりました意見書案第８号につきまして、となりました意見書案第８号につきまして、となりました意見書案第８号につきまして、となりました意見書案第８号につきまして、

案文を朗読し、提案理由の説明に変えさせて案文を朗読し、提案理由の説明に変えさせて案文を朗読し、提案理由の説明に変えさせて案文を朗読し、提案理由の説明に変えさせて

いただきます。いただきます。いただきます。いただきます。    

2008200820082008 年度国家予算編成におけ年度国家予算編成におけ年度国家予算編成におけ年度国家予算編成におけるるるる    

義義義義務教育無償、義務教育費国庫負担務教育無償、義務教育費国庫負担務教育無償、義務教育費国庫負担務教育無償、義務教育費国庫負担    

制度の堅持と負担率制度の堅持と負担率制度の堅持と負担率制度の堅持と負担率 1111////2222 復元等復元等復元等復元等、、、、    

教育予算の拡充を求める意見教育予算の拡充を求める意見教育予算の拡充を求める意見教育予算の拡充を求める意見書書書書    

    憲法第憲法第憲法第憲法第 26262626 条は条は条は条は教育の機会均等と義務教育教育の機会均等と義務教育教育の機会均等と義務教育教育の機会均等と義務教育

無償の原則を定め、無償の原則を定め、無償の原則を定め、無償の原則を定め、全全全全ての国民に義務教育をての国民に義務教育をての国民に義務教育をての国民に義務教育を

保障することは、国の重要な責任です。この保障することは、国の重要な責任です。この保障することは、国の重要な責任です。この保障することは、国の重要な責任です。この

ことから、全国ことから、全国ことから、全国ことから、全国ののののどの地域でも、すべての子どの地域でも、すべての子どの地域でも、すべての子どの地域でも、すべての子

どもたちに無償で一定水準の教育機会を保障どもたちに無償で一定水準の教育機会を保障どもたちに無償で一定水準の教育機会を保障どもたちに無償で一定水準の教育機会を保障

するため、義務教育費国庫負担制度が設けらするため、義務教育費国庫負担制度が設けらするため、義務教育費国庫負担制度が設けらするため、義務教育費国庫負担制度が設けら

れています。れています。れています。れています。    

    しかし、義務教育しかし、義務教育しかし、義務教育しかし、義務教育費国庫負担金の負担割合費国庫負担金の負担割合費国庫負担金の負担割合費国庫負担金の負担割合

が１が１が１が１////２から１２から１２から１２から１////３に縮３に縮３に縮３に縮小小小小されたこと、地方交されたこと、地方交されたこと、地方交されたこと、地方交

付税削減の影響・地方財政の厳しさなどから、付税削減の影響・地方財政の厳しさなどから、付税削減の影響・地方財政の厳しさなどから、付税削減の影響・地方財政の厳しさなどから、

教材費や図書費をはじめ学級施設などを含め教材費や図書費をはじめ学級施設などを含め教材費や図書費をはじめ学級施設などを含め教材費や図書費をはじめ学級施設などを含め

て、教育て、教育て、教育て、教育条件条件条件条件の地域間格差が拡がりつつありの地域間格差が拡がりつつありの地域間格差が拡がりつつありの地域間格差が拡がりつつあり

ます。また、国庫補助金の廃止により、準要ます。また、国庫補助金の廃止により、準要ます。また、国庫補助金の廃止により、準要ます。また、国庫補助金の廃止により、準要

保護児童生徒就学援助費の廃止・一般財源化保護児童生徒就学援助費の廃止・一般財源化保護児童生徒就学援助費の廃止・一般財源化保護児童生徒就学援助費の廃止・一般財源化

がなされ、道内市町村では認定基準の変更やがなされ、道内市町村では認定基準の変更やがなされ、道内市町村では認定基準の変更やがなされ、道内市町村では認定基準の変更や

支給額の削減を余儀なくされているのが現状支給額の削減を余儀なくされているのが現状支給額の削減を余儀なくされているのが現状支給額の削減を余儀なくされているのが現状

です。自治体の財政力や保護者の経済力の違です。自治体の財政力や保護者の経済力の違です。自治体の財政力や保護者の経済力の違です。自治体の財政力や保護者の経済力の違

いが、子どもたちの受ける教育いが、子どもたちの受ける教育いが、子どもたちの受ける教育いが、子どもたちの受ける教育にににに格差を生じ格差を生じ格差を生じ格差を生じ

させるさせるさせるさせるべきべきべきべきではありませんではありませんではありませんではありません。。。。    

    さらに北海道では、広大な地域に小規模学さらに北海道では、広大な地域に小規模学さらに北海道では、広大な地域に小規模学さらに北海道では、広大な地域に小規模学

校が点在し、離島な校が点在し、離島な校が点在し、離島な校が点在し、離島など多くのへど多くのへど多くのへど多くのへき地を有し、き地を有し、き地を有し、き地を有し、

全国的教育水準との格差だけでなく、市町村全国的教育水準との格差だけでなく、市町村全国的教育水準との格差だけでなく、市町村全国的教育水準との格差だけでなく、市町村

間での格差拡大間での格差拡大間での格差拡大間での格差拡大が危惧され、政府の主張するが危惧され、政府の主張するが危惧され、政府の主張するが危惧され、政府の主張する

国国国国の関与の見直しが、地方の教育水準の低下の関与の見直しが、地方の教育水準の低下の関与の見直しが、地方の教育水準の低下の関与の見直しが、地方の教育水準の低下

をもたらす恐れがあります。そのため、教育をもたらす恐れがあります。そのため、教育をもたらす恐れがあります。そのため、教育をもたらす恐れがあります。そのため、教育

予算を国全体として、しっかりと確保・拡充予算を国全体として、しっかりと確保・拡充予算を国全体として、しっかりと確保・拡充予算を国全体として、しっかりと確保・拡充

させる必要があります。させる必要があります。させる必要があります。させる必要があります。    

    04040404 年と年と年と年と 05050505 年に教育関係年に教育関係年に教育関係年に教育関係 42424242 団体が取り組ん団体が取り組ん団体が取り組ん団体が取り組ん

だ署名で、道内でもだ署名で、道内でもだ署名で、道内でもだ署名で、道内でも 30303030 万筆を超えたこと、昨万筆を超えたこと、昨万筆を超えたこと、昨万筆を超えたこと、昨

年度道内年度道内年度道内年度道内 109109109109 の市町村議会から義務教育費国の市町村議会から義務教育費国の市町村議会から義務教育費国の市町村議会から義務教育費国
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庫負担制度の堅持や負担率１庫負担制度の堅持や負担率１庫負担制度の堅持や負担率１庫負担制度の堅持や負担率１////２への復元等２への復元等２への復元等２への復元等

に関する意見書が内閣に提出されるなど、教に関する意見書が内閣に提出されるなど、教に関する意見書が内閣に提出されるなど、教に関する意見書が内閣に提出されるなど、教

育の機会均等と水準維持向上、教育予算の拡育の機会均等と水準維持向上、教育予算の拡育の機会均等と水準維持向上、教育予算の拡育の機会均等と水準維持向上、教育予算の拡

充を求める声は、全充を求める声は、全充を求める声は、全充を求める声は、全道の教育関係者や保護者道の教育関係者や保護者道の教育関係者や保護者道の教育関係者や保護者

そして地域の願いです。そして地域の願いです。そして地域の願いです。そして地域の願いです。    

記記記記    

１．国の責務である教育水準の最低保障を担１．国の責務である教育水準の最低保障を担１．国の責務である教育水準の最低保障を担１．国の責務である教育水準の最低保障を担

保するために必要不可欠な、義務教育費国保するために必要不可欠な、義務教育費国保するために必要不可欠な、義務教育費国保するために必要不可欠な、義務教育費国

庫負担制度を堅持し、負担率１庫負担制度を堅持し、負担率１庫負担制度を堅持し、負担率１庫負担制度を堅持し、負担率１////２の復元を２の復元を２の復元を２の復元を

すること。また、「交付金化」や「一般財源すること。また、「交付金化」や「一般財源すること。また、「交付金化」や「一般財源すること。また、「交付金化」や「一般財源

化」を行わないこと。化」を行わないこと。化」を行わないこと。化」を行わないこと。    

２．憲法・「教育基本法」の理念である義務教２．憲法・「教育基本法」の理念である義務教２．憲法・「教育基本法」の理念である義務教２．憲法・「教育基本法」の理念である義務教

育無償を実現するため、保護者負担がゼロ育無償を実現するため、保護者負担がゼロ育無償を実現するため、保護者負担がゼロ育無償を実現するため、保護者負担がゼロ

となるよう教育予算を拡充すること。となるよう教育予算を拡充すること。となるよう教育予算を拡充すること。となるよう教育予算を拡充すること。    

３．３．３．３．30303030 人以下の学級を早期に実現する。また、人以下の学級を早期に実現する。また、人以下の学級を早期に実現する。また、人以下の学級を早期に実現する。また、

教職員定数改善計画の実現と、ゆとりある教職員定数改善計画の実現と、ゆとりある教職員定数改善計画の実現と、ゆとりある教職員定数改善計画の実現と、ゆとりある

教職員配置を実現すること。教職員配置を実現すること。教職員配置を実現すること。教職員配置を実現すること。    

４．学校施設整備費、就学援助・奨学金、教４．学校施設整備費、就学援助・奨学金、教４．学校施設整備費、就学援助・奨学金、教４．学校施設整備費、就学援助・奨学金、教

材費、図書費など材費、図書費など材費、図書費など材費、図書費など教育予算の拡充のため、教育予算の拡充のため、教育予算の拡充のため、教育予算の拡充のため、

地方交付税を含む国の予算を拡充すること。地方交付税を含む国の予算を拡充すること。地方交付税を含む国の予算を拡充すること。地方交付税を含む国の予算を拡充すること。    

    以上、地方自治法第以上、地方自治法第以上、地方自治法第以上、地方自治法第 99999999 条の規定により意見条の規定により意見条の規定により意見条の規定により意見

書を提出します。書を提出します。書を提出します。書を提出します。    

    平成平成平成平成 11119999 年年年年６６６６月月月月 22222222 日日日日    

北海道美唄市議会北海道美唄市議会北海道美唄市議会北海道美唄市議会    

    なお提出先は案文記載のとおりでありますなお提出先は案文記載のとおりでありますなお提出先は案文記載のとおりでありますなお提出先は案文記載のとおりであります

ので、なにとぞ原案のとおりご承認いただきので、なにとぞ原案のとおりご承認いただきので、なにとぞ原案のとおりご承認いただきので、なにとぞ原案のとおりご承認いただき

ますようお願い申し上げまして、提案理由のますようお願い申し上げまして、提案理由のますようお願い申し上げまして、提案理由のますようお願い申し上げまして、提案理由の

説明を終わらせていただきます。説明を終わらせていただきます。説明を終わらせていただきます。説明を終わらせていただきます。    

●議長林●議長林●議長林●議長林    国夫君国夫君国夫君国夫君    お諮りいたします。お諮りいたします。お諮りいたします。お諮りいたします。    

    ただいま提案理由の説明ありました意見書ただいま提案理由の説明ありました意見書ただいま提案理由の説明ありました意見書ただいま提案理由の説明ありました意見書

案第案第案第案第７７７７号及び意見書案第号及び意見書案第号及び意見書案第号及び意見書案第８８８８号の以上号の以上号の以上号の以上２２２２件につ件につ件につ件につ

いては、原案のとおり決することにご異議あいては、原案のとおり決することにご異議あいては、原案のとおり決することにご異議あいては、原案のとおり決することにご異議あ

りませんか。りませんか。りませんか。りませんか。    

［「異議なし」と呼ぶ者［「異議なし」と呼ぶ者［「異議なし」と呼ぶ者［「異議なし」と呼ぶ者あり］あり］あり］あり］    

    ご異議なしと認めます。ご異議なしと認めます。ご異議なしと認めます。ご異議なしと認めます。    

    よって、よって、よって、よって、意見書案第７号道路整備に関する意見書案第７号道路整備に関する意見書案第７号道路整備に関する意見書案第７号道路整備に関する

意見書意見書意見書意見書及び及び及び及び意見書案第８号意見書案第８号意見書案第８号意見書案第８号 2008200820082008 年度国家予年度国家予年度国家予年度国家予

算編成における義務教育無償、義務教育費国算編成における義務教育無償、義務教育費国算編成における義務教育無償、義務教育費国算編成における義務教育無償、義務教育費国

庫負担制度の堅持と負担率１庫負担制度の堅持と負担率１庫負担制度の堅持と負担率１庫負担制度の堅持と負担率１////２復元等、教育２復元等、教育２復元等、教育２復元等、教育

予算の拡充を求める意見書予算の拡充を求める意見書予算の拡充を求める意見書予算の拡充を求める意見書の以上の以上の以上の以上２２２２件は、原件は、原件は、原件は、原

案のとおり決定されました。案のとおり決定されました。案のとおり決定されました。案のとおり決定されました。    

    

●議長林●議長林●議長林●議長林    国夫君国夫君国夫君国夫君    以上をもちまして、今期以上をもちまして、今期以上をもちまして、今期以上をもちまして、今期

定例会に付議されました各案件は、全部議了定例会に付議されました各案件は、全部議了定例会に付議されました各案件は、全部議了定例会に付議されました各案件は、全部議了

いたしました。いたしました。いたしました。いたしました。    

    これをもって、平成これをもって、平成これをもって、平成これをもって、平成 19191919 年第２回美唄市議会年第２回美唄市議会年第２回美唄市議会年第２回美唄市議会

定例会は閉会いたします。定例会は閉会いたします。定例会は閉会いたします。定例会は閉会いたします。    

    

午前１１午前１１午前１１午前１１時時時時１０分１０分１０分１０分    閉会閉会閉会閉会    


